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※最新の情報は弊社ホームページにありますので、そちらをご参照下さい。
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- 2 -

はじめに

このたびは、委託業務積算システム Ｖｅｒ７ をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござ

います。

お求めの委託業務積算システムＶｅｒ７を正しく使っていただくために、まず『委託業務積算システム

Ｖｅｒ７ 操作マニュアル』をお読み下さい。

この操作マニュアルは、お客様の本システムに対する理解をより一層深めることを目的としております。

本システムを初めてご使用になるお客様は、本書の手順通りに操作してみて下さい。

今後、この操作マニュアルはお客様が本システムを末永くご使用していただくための辞書代わりにして

頂ければ幸いです。

開発スタッフ一同

尚、製品の仕様に変更があった場合、製品と本書の内容の一部が異なる場合がありますので、ご容赦

願います。

※最新の情報は弊社ホームページにありますので、そちらをご参照下さい。

ht t p: //www.g i- r.c om/survey/operati on.h tml

【使用許諾条件】

本ソフトウエアを使用するに際し、下記使用許諾条件をよく御理解のうえご使用願います。
万一、この使用許諾条件に不服のある場合は、本製品の使用は認められません。

本ソフトウエアの使用は１台のパソコンに限らせていただきます。

有償・無償に関わらず第３者に貸与、頒布することは禁止します。

本ソフトウエア及び、操作マニュアルの一部または、全部をバックアップ以外の目的で無断複写
することは禁止します。

本製品を運用したいかなる結果についても、販売元・開発元の両者は責任を負わないものとします。
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本書の構成
第１章 システムの特徴

１．１ 委託業務積算システムＶｅｒ７の特徴

第２章 システムの組込

２．１ 動作要件
２．２ セットアップ（インストール／アップデート）
２．３ 起動確認
２．４ ライセンスキーの登録方法

第３章 初めてお使いになる場合は

３．１ システムの起動方法
３．２ システム情報・自社情報の設定

第４章 新規見積書の作成

４．１ 新規見積書の作成・編集
４．２ 見積提出先の登録・選択
４．３ 業務件名の登録・選択
４．４ 業務工種の登録・選択
４．５ 見積書の作成・編集

第５章 既存見積書の編集

５．１ 既存見積書の呼び出し
５．２ 既存見積書の編集

第６章 総括表の作成

６．１ 総括表の作成
６．２ 総括表の編集

第７章 応用編

７．１ 業務の登録・編集
７．２ 単価セットの登録・編集
７．３ 変化率（補正率）セットの登録・編集
７．４ 各種経費率セットの登録・編集
７．５ システム情報・自社情報の設定
７．６ お客様独自の見積書表紙の作成
７．７ 低入札調査価格の設定
７．８ バージョン・アップデート情報／ヘルプ

第８章 操作に関する、よくある質問（説明箇所へのリンク）

８．１ 操作に関するよくある質問

第９章 エラーとその対処

９．１ エラーとその対処

後書き

後書き

※青色下線の部分をクリックするとその章にジャンプします。
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第１章 委託業務積算システムＶｅｒ７の特徴

１．高いコストパフォーマンス

ＳｕｒｖｅｙＰｌａｎは使いやすい豊富な機能で９8，０００円（税込）

バージョンアップ料金は年１回のみ、定価の１０～２０％

もう高いシステムを購入する必要も、毎年高い更新料を払う必要もありません。

Ｖｅｒ７ではこれまでのお客様のご要望をさらに取り入れ、大幅に機能アップしました。

さらにネットワーク対応！１台購入して頂ければ、ネットワーク（ＬＡＮ，ＷＡＮ）接続環境にある
パソコンは何台でも無料で使用出来ます。

高価な他社ソフトと機能を比較してお選びください！

Survey Plan の機能を他社のシステムと比較していただければ、Survey Plan コストパフォーマンスの高さ
を

おわかりになっていただけると考えます。

積算システムの導入はこれからの時代には欠かすことができません。
ぜひ、この機会に Survey Plan の新規導入、他システムからの移行をご検討ください。

２．誰にでもすぐできる簡単操作

画面のガイダンスに従い、設計書を見ながら項目を選択し、数量・変化率を入力設定するだけで、

誰にでもすぐに積算できるようになっています。

積算システムを使用すれば、積算はもはや特殊な技術ではありません。（多少の操作方法や機能の違いはあり
ますが、）どのようなシステムを選択しても、設計書を見ながら見積項目を選択し、数量や変化率を設定するだ
けで誰にでも同じ積算結果を算出することができるはずです。
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３．委託業務のほとんどを標準でサポート

測量 基準点測量／水準測量／平板測量／路線測量／河川測量／深浅測量／用地測量／流量
観測／成果品検定料

補償調査 権利調査／建物等の調査／営業その他の調査／予備調査／移転工法の検討／事業認定
申請図書作成／再積算業務／土地評価／補償説明業務／消費税等調査／物件調書作成
／工損調査

国土交通省 道路設計／交差点設計／道路休憩施設設計／歩道詳細設計／道路設計関係その他設計
設計 等／一般構造物設計／橋梁設計／地下横断歩道設計／トンネル設計／共同溝設計／電

線共同溝(CCBox）設計／仮設構造物詳細設計／河川構造物設計／砂防施設設計

農林水産省 頭首工／ポンプ場／水路工／ほ場整備／畑地かんがい施設／農道／積算参考資料作成
設計 ／ため池改修／コンクリートダム／フィルダム／営農飲雑用水施設／渓流取水工／小

電力発電所

国土交通省 道路環境調査／洪水痕跡調査／河川空間水辺調査／河川空間利用実態調査／生物調査
調査 ／ダム湖版生物調査／河川調査／道路施設点検業務／橋梁定期点検

農林水産省 機能診断／基本調査／機能保全対策
機能診断

空中写真測量 空中写真測量

地質調査 土質ボーリング／岩盤ボーリング／サンプリング／サウンディング／原位置試験／オ
ーガーボーリング／土木調査ボーリング／孔内計測／孔内試験／CBR試験／土質試験
／岩石試験／現場内小運搬／足場仮設／弾性波探査／軟弱地盤技術解析／地すべり調
査／水文調査／物理検層

農林水産省 権利調査／土地の測量／登記資料収集整理／建物等調査／営業その他調査／予備調査
用地調査 ／移転工法案の検討等／再算定業務／土地評価／補償説明／事業損失／費用負担の説

明／環境調査／事業認定／物件調書の作成／保安林解除等／完了図書の作成／内水面
漁業権等調査

上水道設計 開削工法／推進工法／シールド工法／水道橋／配水池／ポンプ場／浄水場／震災対策
用貯水施設／震災対策用応急給水施設

下水道設計 下水道基本構想／公共下水道全体計画／下水道法による事業許可設計／都市計画決定
図面作成／都市計画事業許可申請図書作成／管渠設計／ポンプ場設計／終末処理場設
計

土地区画整理 土地区画整理事業調査／事業計画／換地設計／移転・工事設計／換地計画・換地処分
等／管理

地籍調査 地上法(C行程,D行程,E行程 ,F行 程,G行程,H行程)／航測法／併用法／ 数値情報化／地
籍集成図／都市再生地籍調査事業

国土地理院 基準点測量／精密測地網高度地域基準点測量／精密辺長測量／ジオイド測量／電子基
基本測量 準点付属金属標取付観測／水準測量/精密基盤傾動測量観測／空中写真測量／デジタ

ルオルソ作成／地図修正／地図調整／数値地図作成／数値地図修正／地図複製／基準
点維持／基準点現況調査作業／基準点測量(セミダイナミック補正)／水準点水平位置
決定作業／都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)／電子基準点現地調査作業

都市再生機構 基準点測量／水準測量／平板測量／方眼測量／空中写真測量／境界測量／路線測量／
(UR都市機構) 確定測量／用地確定測量
測量作業

ＮＥＸＣＯ 測量／土質地質調査／環境関係調査／設計／試験／維持関係調査・設計等／参考基準
(旧道路公団)
委託業務

防衛省 駐屯地等基本設計／特別地区基本設計／飛行場基本設計／道路基本設計／水道施設基
設計業務 本設計／雨水排水基本設計／汚水排水処理基本設計／用地造成実施設計／飛行場施設

実施設計／排水施設実施設計／給水施設実施設計／港湾施設実施設計／河川海岸施設
実施設計／燃料貯蔵施設実施設計／爆薬貯蔵施設実施設計／環境整備実施設計／防災
施設実施設計／建物付帯土木工事実施設計／単独構造物実施設計

(独)森林総合研究所 地表・地質等調査業務／調査測量設計業務／設計業務／林道環境調査業務
林道工事測量・建設
コンサルタント
委託業務
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港湾局 計画・開発／予備設計／基本設計／詳細設計／実施設計／測量業務／水域環境調査業
委託業務 務／環境生物調査業務／磁気探査業務／潜水探査業務／土質調査業務

国交省 ・用地補償総合技術業務
発注者支援業務 ・用地関係資料作成整理等業務

・技術審査業務、工事監督支援業務、積算技術業務
・事業計画業務
・施工段階確認業務
・ダム管理支援業務
・道路情報管理業務
・道路許認可審査・適正化指導業務
・特殊車両事務業務
・河川巡視支援業務
・河川許認可審査支援業務
・堰・排水機場管理支援業務
・堤防等点検支援業務 車両管理業務

日本治山治水協会 一般調査（ボーリング、弾性波等）／地すべり調査・解析／山地治山等調査・解析／
治山事業調査業務 保安林管理道調査／流域別調査／渓間工測量・設計／山腹工測量・設計／海岸防災造

林造成測量・設計

日本林道協会 一般調査（ボーリング、弾性波等）／路線全体計画調査／地区全体計画調査／二車線
林道工事調査等業務 林道測量／一車線林道測量／保安林調査／二車線林道設計／一車線林道設計

※市場単価、市場材料費等を使用している場合があります。
※市場単価、材料費等は地域／時期によって異なります。
※市場単価、材料費、機械経費、損料等は各地域の最新のデータをご使用下さい。
※未設定の市場単価、市場材料費もありますので、ご確認の上、お願い致します。

※積算したい工種がみつからない場合、工種名称を入力する事により業務工種を検索できます。

＜＜ 上記以外の業務が必要な場合は、お客様が新規に追加することができます ＞＞

４．多様できめ細かな見積書の作成が可能

積算熟練者の方にも満足出来る、高度で豊富な機能をそなえています。

① お客様独自の見積書表紙を作成出来ます。

② 見積書毎（提出先毎）に単価セットの選択が出来ます。

③ あらかじめ標準で登録されている単価／単価セットの編集／追加／複写が自由に出来ます。

④ あらかじめ標準で登録されている業務の編集／複写が自由に出来ます。

⑤ あらかじめ標準で登録されている変化率（補正率）セット、各種経費率セットの編集／追加／複写が
自由に出来ます。

⑥ 調査価格及び低入札価格の設定が出来ます。

⑦ 既存見積書（以前に作成した見積書）の再編集が容易に、確実に出来ます。

・見積書の保存により、お客様が編集／選択等を行った全ての情報を自動的に保存し、次に呼び出しを
行った際に完全に再現します。

・新規見積書作成の場合は常にまっさらな初期状態から作成できます。

５．多彩な帳票出力が可能

① 通常プリンタ、Ｅｘｃｅｌファイル、ＰＤＦファイルへの帳票出力が可能。

② 全ての積算データの印刷が可能。
・見積書表紙、
・見積内訳書
・変化率内訳表
・単価表
・代価表
・変化率（補正率）一覧表
・安全費率一覧表
・冬期補正率一覧表
・各種経費率一覧表
・総括表
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第２章 システムの組込
２．１ 必要システム構成
ＯＳ WindowsＸｐ(32ﾋﾞｯﾄ)、Wi ndowsVist a(32ﾋ゙ ｯﾄ)、Windows７(32ﾋﾞｯﾄ/64ﾋ ｯ゙ﾄ)、

Windows８(32ﾋﾞｯﾄ/64ﾋ゙ ｯﾄ)
※６４ビット版WindowsＸｐ、WindowsVistaには対応していません。

CPU/メモリ お使いのOSが推奨する環境以上
※CPUの能力が低いあるいはメモリ容量が少ない場合、作業に時間がかかる場合
があります。

ハードディスク １０ＧＢ以上の空き容量が必要です。
※見積書保存数の増加により必要容量が増加します。

２．２ セットアップ（インストール／アップデート）
①ＩＥ（インターネットエクスプローラ）で下記のホームページアドレスを開きます。

ht t p:/ /www.g i-r . com/survey/set up/set up.html

② ボタンをクリックします。
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③「www.gi-r.comからSurveyPlan7-SetUp.EXEを実行または保存しますか？」が画面下に表示
されたら「実行(R)」をクリックします。

「実行(R)」をクリックするとダウンロード
を開始します。
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④「SurveyPlan7-SetUp.EXEはダウンロードしたユーザーの人数が少ないため、コンピュータに問題
を起こす可能性があります。」が画面下に表示されたら、「操作(A)」をクリックします。

⑤「このプログラムは、コンピュータに問題を起こす可能性があります」が表示されたら、
「実行」をクリックします。
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⑥「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい(Y)」をクリックします。

※ ご使用のウィルス対策ソフトウェアによっては、ダウンロードや実行により警告が表示される場合が
あります。

その場合は、ファイル名、ダウンロード元等を確認の上「開く」、「実行」、「許可」等をクリック
して下さい。

⑦「ＷｉｎｄｏｗｓによってＰＣが保護されました」が表示されたら「詳細情報」をクリックします。
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⑧「ＷｉｎｄｏｗｓによってＰＣが保護されました」が表示されたら「実行」をクリックします。

⑨「SurveyPlan7 セットアップ」が表示されたら、セットアッププログラム解凍フォルダーを指定
して下さい。

初期値の「C:¥SurveyPlan7」で良い場合は「OK(O)」をクリックします。

※フォルダーを変更する場合は「参照(B)」を クリックします。

⑩ 既にSurveyPlan7がインストールされていた場合は自動削除処理を行います。



- 12 -

⑪初めてSurveyPlan7をインストールする場合は、次のようなコンポーネント（マイクロソフトの
追加ソフトウェア）のインストールを行う画面が表示される場合があります。

「同意する（A)」をクリックし、画面の指示に従ってインストール処理を行って下さい。

－－－ 注記 －－－

コンポーネント（．ＮＥＴ Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ３．５ ＳＰ１）のインストールに於いては、
WindowsUpdate が正常に行われていないなどの理由により、まれにインストールがいつまで経って
も終了しない場合があるようです。

その場合は一旦パソコンを終了・再起動しインターネットから
「Microsoft .NET Framework3.5 Service Pack 1」をインストールして下さい。

「Microsoft . NETFramework3.5 Service Pack 1」はインターネットでその文字列で検索するか
次のＵＲＬを入力して下さい。

http:/ /www.microsof t.c om/ja- jp /downlo ad/det ail s.as px?i d=22

「その他の推奨ダウンロード」が表示された場合は「ダウンロードせずに続けます」を選択して
下さい。

インストールの際、○修復／○削除の選択が表示された場合は一旦、◎削除を選択して、再度イン
ストール処理を行って下さい。
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⑫初めてSurveyPlan7をインストールする場合は、次のようなコンポーネント（マイクロソフトの
追加ソフトウェア）のインストールを行う画面が表示される場合があります。

「同意する（A)」をクリックし、画面の指示に従ってインストール処理を行って下さい。
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⑬「SurveyPlan7 セットアップウィザード」の画面が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。

⑭「インストール フォルダの選択」が表示されたら、SurveyPlan7をインストールするフォルダを指定
して下さい。
初期値の「C:¥SurveyPlan7¥」で良い場合は「次へ(N)」をクリックします。

※フォルダーを変更する場合は「参照(R)」をクリックします。
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⑮「インストールの確認」が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。

⑯「インストールが完了しました。」が表示されたらセットアップ／インストール処理は終了です。

ディスクトップにSurveyPlan7のアイコン が作成されます。
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２．３ 起動確認

２．３．１ 初めてSurveyPlan7をインストールした場合。
① デスクトップにあるSurveyPlan7のアイコン をダブルクリックし、本システムを
起動します。

②試用中あるいはライセンスキー取得中の場合は「試用中（ライセンスキー取得中）」をクリック
します。

③「労務単価の反映」画面が表示された場合は、ご利用の都道府県名を選択し、「全選択」を
クリックします。
※都道府県名がご使用の都道府県名と一致している場合でも必ずこの作業を行って下さい。
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ご使用の都道府県名を選択。

「全選択」をクリックします。

④「反映実行」をクリックします
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⑤ Surveyplan7のメインメニューが表示され、起動確認ができました。

※終了するには「委託業務積算システムの終了」をクリックします。
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２．３．２ 以前SurveyPlan7をインストールし、使用していた場合。
セットアップ（アップデート）後の初回起動。

① デスクトップにあるSurveyPlan7のアイコン をダブルクリックし、本システムを
起動します。

②試用中あるいはライセンスキー取得中の場合は「試用中（ライセンスキー取得中）」をクリック
します。

③「前バージョン情報の移行情報選択」画面が表示された場合は、移行したい情報を選択して「実行」
をクリックします。
※通常「システム設定情報及び業務データを選択して移行する。」を選択します。
（注）「システム設定情報及び全業務データをユーザー定義として移行する。」を選択すると、
使用していない業務データも全て複写されデータ容量が大きくなりますのでご注意下さい。
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④「システム情報及び業務データを選択して移行する。」を選択した場合、下記の「システム設定・業務
データの選択」画面が表示されます。

移行したい、システム設定情報及び業務データを選択して、「F5：保存実行」をクリックします。

⑤「労務単価の反映」画面が表示された場合は、ご利用の都道府県名を選択し、「全選択」あるいは
必要な単価セットを選択し、「反映実行」をクリックします。

※都道府県名がご使用の都道府県名と一致している場合でも必ずこの操作を行って下さい。
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⑥Surveyplan7のトップメニューが表示され、アップデート後の起動確認ができました。

※２「既存見積書の呼出・編集」及び６「システム情報・自社情報の設定」で以前に作成・編集
したデータが移行されている事を確認して下さい。

－－－ 単価の移行条件 －－－

システムで予め用意されているシステム単価に関しては、旧バージョンで変更を行った単価データを、新バー
ジョンに移行する事は出来ません。

お客様が変更した単価をその後のバージョンに移行するには次の２つの方法があります。

（１）単価セットの複写
トップメニューの「単価セットの登録・編集」でシステムで予め用意されている基本単価（属性がシステム単

価）を「F8:セット複写」により複写し、ユーザー単価（属性）となった単価セットを変更（編集）して下さ
い。

複写／追加されたユーザー単価セットは新バージョンでもそのまま使用出来ます。

（２）単価の複写あるいは追加
システムで予め用意されている基本単価セットでも、「単価項目の登録・編集」画面の「F5:項目追加」あるい

は「F7:項目複写」により、追加／複写された単価については新バージョンに移行出来ます。

システムで予め用意されている基本単価セットの中で変更した単価を新バージョンにも移行したい場合は、追
加あるいは複写を行ってから、その単価項目を編集して下さい。

追加／複写した単価項目は「業務工種の登録・選択」画面の「F2:代価編集」でその単価項目を編集し直す必
要があります。

ユーザー単価セットの内容はバージョンアップにより「技術者単価」を更新出来ません。
その場合はお客様ご自身でユーザー単価セットの「技術者単価」を更新して頂く必要があります。

バージョンアップにより「技術者単価」を更新したい場合は、上の説明のように、システムで予め用意されて
いる基本単価セットの単価の複写あるいは追加により「技術者単価」以外の単価の変更を行って下さい。
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２．４ ライセンスキーの登録
・試用中あるいはライセンスキー取得中の場合は「試用中（ライセンスキー取得中）」をクリック
します。

・ライセンスキーを登録していないお客様で試用期限（２０日）を過ぎて、その後も引続きご使用
頂ける場合は、ライセンスキーを取得(購入)し て登録処理を行う必要があります。

２．４．１ ライセンスキーの取得（購入）方法

① 画面に表示されている製品コードをメモの上「ライセンスキー取得方法」をクリック
します。

※ 製品コードはインストールしたパソコン及びバージョンによって異なります。

※ ライセンスキーを取得したら、そのライセンスキーを入力して「登録」ボタンをクリックします。

※ ライセンスキー登録後は、「ライセンスキー登録」画面は表示されません。
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②インターネットに接続出来る場合は「インターネットで取得申込みする場合は、ここをクリック」
ボタンをクリックして下さい。

ht t p: //www.g i- r.c om/survey/maila ppl. php

※ メールあるいはFAXで取得申込みする場合は製品コード 、会社名、氏名、郵便番号、住所、
電話番号、FAX番号、メールアドレス（お持ちの場合）をもれなく記入して、送信して下さい。

※ 請求書を送付させて頂いていない、お客様には請求書を送付させて頂きます。

※ ご入金を確認次第、ライセンスキーを発行させて頂きます。
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③ＩＥ（インターネットエクスプローラ）により下記の画面が表示されます。

④質問、通信欄以外の全ての項目を正確に入力し、「送信」ボタンをクリックして下さい。

⑤電子印鑑で捺印した請求書をメールにて送付させて頂きます。

⑥ご入金を確認次第、ライセンスキーをメールにて連絡させて頂きます。
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２．４．２ ネットワークライセンスの取得方法

① 「ネットワークライセンスの取得」をクリック。
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②「参照」をクリックして、既にライセンスキーを取得しているSurveyPlan７をインストールした
フォルダーを指定して下さい。

③「完了」をクリックします。
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④ネットワークライセンスを確認出来れば、SurveyPlan7が起動します。

⑤次回からの起動時には、下記画面が表示されます。

⑥「ネットワークライセンス取得済み」ボタンをクリックします。

⑦もしネットワークが切断されていたり、既にライセンスキーを取得しているパソコンが起動されて
いない場合は下記ようなメッセージが表示されます。

⑧「OK」ボタンをクリックして、再度ネットワークライセンス取得処理を行って下さい。
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２．４．３ SurveyPlan7のライセンスを取得したパソコンを他のパソコンからネットワーク
ライセンスを取得出来るようにする為の共有設定の方法。

①SurveyPlan7のライセンスを取得したパソコンのSurveyPlan7のインストールフォルダーのプロパティ
を開きます（右クリック）。

②共有(S)を クリックすると下記の画面が表示されます。
共有する相手を追加する必要がある場合は矢印をクリックして追加して下さい。「Everyone」を追加

すれば全てのユーザーと共有出来ます。

よければ共有(H)をクリックします。
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③詳細な共有(D)をクリックすると下記の画面が表示されます。
「このフォルダーを共有する(S)」の チェックボックスにチェックを入れて「ＯＫ」をクリック
すれば共有フォルダーとなります。

④「ネットワークと共有センター」をクリックすると下記の画面が表示されます。
・「ネットワーク探査を有効にする。」および「ファイルとプリンターの共有を有効にする。」を
選択して下さい。

※ご使用のＯＳあるいはネットワークの設定により画面が異なる場合があります。

システムの組込に関する説明は以上です。
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第３章 初めてお使いになる場合は
３．１ システムの起動方法

WindowsのデスクトップにあるSurveyPlan7のアイコン をダブルクリックし、本システムを
起動します。

最初に下記画面（以下「トップメニュー」という）が表示されます

※ 下記「トップメニュー」が表示されない場合はインストール後の初回起動時ですので、その場合は
「２．３ 起動確認」を参照して下さい。

終了するには、「委託業務積算システムの終了」あるいは「F12：終了」をクリックして下さい。
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３．２ システム情報・自社情報の設定

初めてお使いになる場合は「システム情報・自社情報の設定」の「１．自社情報の設定」、「２．印刷
情報の設定」、「３．システム設定」を行って下さい。

以前からSurveyPlan7を使用し、アップデート（再インストール）した場合でも各設定をを行って、
内容を確認して下さい。

また、都道府県名が設定したい都道府県名になっていたとしても、アップデート（再インストール）
した場合は再度、「労務単価の反映」を行って下さい。

３．２．１ 自社情報の設定

① 自社情報の設定

該当事項を入力し、「登録」をクリックして下さい。
入力された情報は見積書表紙に反映されます。
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② 労務単価の反映

（１）労務単価を設定する都道府県を選択します。

（２）「労務単価の反映」をクリックすると、次の画面が表示されます。

（３）労務単価を設定する単価セットを選択し、「反映実行」をクリックします。

（４）設定する労務単価は自社情報設定の「労務単価の編集」により確認／編集出来ます。

（５）設定された労務単価はトップメニューの「単価セットの登録・編集」により確認／編集出来ます。
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３．２．２ 印刷情報の設定

標準で使用する、用紙サイズ、用紙方向、出力先（プリンタ・Excel・PDF）、出力先フォルダー
等を設定し、「登録」をクリックします。

※１ 印刷指定時にも設定変更出来ます。

※２ Excelファイルに出力するには、そのパソコンにあらかじめ Microsoft Excel 2000以上
(Windows8/ 7 / Vista の場合はMicrosoft Excel 2003以上)がインストールされている必要があります。

※３ Excelファイルに出力する場合、既にExcelが起動されているとエラーが発生します。
Excelを使用していない状態で、Excelファイルの出力処理を行って下さい。



- 34 -

３．２．３ システム設定

① 見積書に追加する項目をチェック／選択／入力して「登録」をクリックします。

※見積項目の設定は「見積書の作成・編集」の「条件設定」でも変更出来ます。

② 起動時のパスワードを設定する場合は、「パスワードを有効にする」をチェックし、パスワード
を入力して、「登録」クリックします。

※１ 変更されたパスワードは次回起動時より有効です。

※２ パスワードの管理はお客様ご自身で行って下さい。
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第４章 新規見積書の作成
４．１ 新規見積書の作成・編集

・トップメニューで「新規見積書の作成・編集」あるいは「F1:新規作成」をクリックすると下記画面
（以下「新規見積作成メインメニュー」という）が表示されます。

４．２ 見積提出先の登録・選択
① 新規見積作成メインメニューで「見積書提出先の登録・選択」あるいは「F1:提出先」をクリック
すると下記画面（以下「見積提出先の登録・選択画面」という）が表示されます。
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②新規見積提出先の作成
見積提出先の登録・選択画面で「F6:名称追加」をクリックすると、下記見積提出先の登録画面が

表示されますので、見積提出先の「名称」、「宛名」等を入力し、「F10:登録確定」をクリックします。

③見積提出先の選択
見積提出先の登録・選択画面で「F1:名称選択」をクリックすると、カーソル位置（濃い水色の行）

の見積提出先が選択され、画面上部の「見積提出先」及び「宛名」に選択された見積提出先の「名称」
及び「宛名」が表示されます。
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④見積提出先の編集
見積提出先の名称、宛名等を変更したい場合は「F5:名称編集」をクリックして編集して下さい。

⑤見積提出先の削除
見積提出先を削除したい場合は、「F7:名称削除」をクリックして下さい。

－－－ 注記 －－－

１、選択中の見積提出先は削除出来ません。

２、既存の見積提出先を削除すると、削除した見積提出先を使用している作成済みの見積書は
全て削除されますので、ご注意下さい。

⑥見積提出先の登録・選択の終了
見積提出先の登録・選択を終了したら「F12:終了」をクリックして下さい。
新規見積作成メインメニューに戻ります。

４．３ 業務件名の登録・選択
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① 新規見積作成メインメニューで「業務件名の登録・選択」あるいは「F2:業務件名」をクリック
すると下記「業務件名の登録」画面が表示されます。

② 業務件名
業務件名を入力します。
入力された業務件名は見積書表紙に印字されます。
※業務件名は必須項目です。

③ 業務箇所
業務箇所を入力します。
業務箇所が入力されていた場合、見積書表紙に印字されます。

④ 担当者名
担当者名を入力します。

⑤ 見積条件
見積条件入力します。
見積条件が入力されていた場合、見積書表紙に印字されます。

⑥ 作業期間
作業の年月日を直接入力するか、選択ボタンによりカレンダーから選択します。

作業期間の開始日と終了日が異なる場合、見積書表紙に印字されます。
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⑦ 業務の選択
業務の箇所の下矢印 ボタンをクリックすると、下記のように現在登録されている業務が

表示されます。

見積を行う業務を選択（クリック）します。
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⑧ 単価セットの選択
単価セットの箇所の下矢印ボタン をクリックすると、下記のように現在登録されている

単価セットが表示されます。

使用する単価セットを選択（クリック）します。

⑨ 提出日
見積書提出日の年月日を直接入力するか、選択ボタンによりカレンダーから選択します。

提出日は見積書表紙に印字されます。

「日抜き」ボタンをクリックすると、提出日が空白となり見積書表紙の提出日が日抜き印字

されます。
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４．４ 業務工種の登録・選択

① 新規見積作成メインメニューで「業務工種の登録・選択」あるいは「F3:業務工種」をクリック
すると下記「業務工種の登録・選択」画面が表示されます。
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② 工種選択

見積業務工種のチェックボックス をクリックするかカーソル位置で「F1:選択切替」を

クリックすると業務工種が選択状態、 となります。

親区分の工種の選択状態を変えるとそれに付随する子区分の工種も全て変化します。

－－－ 補足説明（親区分／子区分） －－－

１、親区分とはその下に更に親区分や子区分を持つ工種を言います。
工種名称の左にプラス が表示されている場合は、展開（表示）されていない、親区分や

子区分が存在する事を表しています。
工種名称の左にマイナス が表示されている場合は、その親区分に付随する、親区分

や子区分が全て展開（表示）されている事を表しています。
そのプラスあるいはマイナスをクリックすると展開（表示）、非展開（非表示）が切り替わり

ます。
親区分の位置で数量変更を行うとその親区分に付随する親区分や子区分の数量も全て変更され

ます。（但し単位が同じ場合）
また親区分の位置で変化率や補正率の変更を行うとその親区分に付随する親区分や子区分の

該当する変化率や補正率も全て変更されます。

２、子区分とは代価を登録出来る工種を言います。
子区分のカーソル位置で「F2:代価編集」をクリックすると、代価の確認／変更が出来ます。
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③ 数量変更

「業務工種の登録・選択」画面で「F10:数量変更」をクリックすると、カーソル位置の下記
「業務工種の数量変更」画面が表示されます。

作業数量を見積数量に変更して下さい。

区分が親区分の場合はその親区分に付随する、親区分や子区分の数量も全て変更されます。
（但し単位が同じ場合）

親区分の場合

子区分の場合
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③ 変化率（補正率）
③－１ 変化率（補正率）変更

「業務工種の登録・選択」画面で「F11:変化率」をクリックすると、カーソル位置の下記
「変化率 設定」画面が表示されます。

「設定変化率名称」の各行をクリックすると、それに設定されている「選択項目」一覧が
表示されます。

変化率を設定する項目を選択して下さい。

項目を選択すると「設定変化率名称」の変化率が選択された変化率に変更されます。

区分が親区分の場合は変化率に該当する、親区分や子区分の変化率も全て変更されます。

親区分の場合

子区分の場合
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③－２ 変化率（補正率）の数量入力

変化率（補正率）の設定方法によっては数量の入力が必要な場合があります。
その場合は下記画面のようにガイダンスに従って数量を入力して下さい。
入力された値により変化率が変更されます。
※既定に戻すボタンをクリックする事により、数量が標準作業量に戻ります。

③－３ 現地測量（平板測量）の作業量補正について

現地測量の場合、数量（作業量）そのものを補正する作業量補正を行います。

作業量補正は耕地・平地部、１／５００の標準歩掛（０．１K㎡当り）に対し下記補正式により
算出した補正係数を乗じるものです。

補正係数 ＝ （ｙ／１００）

ｙ＝７４４．０４×Ａ＋２５．５９６（％） Ａ：作業量（K㎡）

（例１）作業量Ａに標準作業量０．１K㎡を入れるとｙ＝１００％、補正係数＝１．００となり

標準歩掛（０．１K㎡当り）をそのまま使用すれば良い事になります。

（例２）作業数量が０．０５K㎡の場合、ｙ＝６２．７９８％、補正係数＝０．６３となり

標準歩掛が０．１K㎡当りなので、作業量を０．１×０．６３＝０．０６３K㎡（０．１の６３%）

と補正して標準歩掛に乗じる事になります。

※SurveyPlan7では、通常の変化率（地域、地形、縮尺）に作業量補正を加算する事は出来ないため、
変化率の数値には反映していません。

作業補正量は見積書の備考欄あるいは変化率内訳表で確認して下さい。

※地域、地形、縮尺が異なる場合は変化率を適用します。

※平板測量については、以前あった歩掛をそのまま残してありますが、現在は使用されていません。
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③－４ 現地測量（平板測量）の総面積補正、個別面積補正について

現地測量の作業量補正は作業場所が隣接している場合などは総面積により作業量を補正します。

総面積補正で部分的に地域、地形等が異なる場合は、「２．現地作業量補正あり（総面積補正）」を
選択し、変化率を個別に設定します。

現地測量箇所が分かれていて、場所が離れている場合などは、個々の作業箇所毎に作業量補正を行
います。

その場合は変化率の設定で「３．現地作業量補正あり（個別面積補正）」を選択します。

※現地測量箇所が分かれていて、場所が離れている場合でも総面積補正を行う場合もあります。
総面積補正にするか個別面積補正にするかは発注者の考え方によります。
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③－５ 同じ工種で部分的に変化率が異なる場合

例えば総延長１．５Ｋｍの路線測量で１．０Ｋｍは平地・都市近郊、０．５Ｋｍは丘陵地・耕地と
いうような場合があります。

その場合は業務工種をコピーして、各々に数量、変化率を設定します。

コピーする業務工種にカーソルを移動（濃い青色）し、「F8:工種複写」をクリックします。

下記、複写の確認が表示されたら、「はい（Y)」をクリックします。

「○×（工種名称）を複写」という工種が出来ますので、工種名称を適当な名称に変更します。

工種名称、作業数量を変更したら、「F10:変更確定」をクリックします。
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次に各々に変化率を設定します。

変化率を設定する業務工種にカーソルを移動（濃い青色）し、「F11:変化率」をクリックします。

選択項目を選択し、「F10:変更」をクリックします。

総延長１．５Ｋｍの路線測量で１．０Ｋｍは平地・都市近郊、０．５Ｋｍは丘陵地・耕地とした場合
の積算例は下記のようになります。
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－－－ 補足説明（変化率／補正率） －－－

１、歩掛をその条件によって補正する場合は変化率と補正率という方法があります。
またその２つの方式のどちらも使用する場合（混合型）もあります。

２、変化率は主に測量業務で用いられ、プラスあるいはマイナスの符号が付きます。
それぞれの変化率は加算され、最終的に１加算された値を標準歩掛に乗算します。

（例１）路線測量、横断測量の場合
地形／地目 ：平地／都市近郊 －＞ ＋０．２
交通量 ：1,000～3,000台／12時間 －＞ ＋０．１
単曲線換算曲線数(1Km当たり) ：１ －＞ －０．１
測点間隔及び測量幅 ：20m間隔、45m未満 －＞ －０．１

とすると合算値は＋０．１、補正値は１．１となり
横断測量の積算金額は「標準歩掛金額×１．１×数量(km)」となります。

３、補正率は農水省設計業務等で用いられ、常にプラスの値で、符号は付きません。
各々乗算した値を標準歩係に乗算します。
（例２）農道、実施設計の場合
前段設計補正 ：基本設計作業済み －＞ ０．９
地形補正 ：山地等で曲線が多い －＞ １．２
車線数の補正 ：１車線 －＞ ０．９
距離補正 ：1000ｍ －＞ １．０

とすると乗算値は０．９７２となり
補正工種の積算金額は「標準積算金額×０．９７２」となります。

４、変化率と補正率の混合型は国交省設計業務、地籍調査、上下水道設計等で用いられています。
混合型の場合、まず変化率を加算したものに１を加算し、その後補正率を乗算する事になりま

す。
（例３）橋梁詳細設計／コンクリート上部工／(RC)単純Ｔ桁工の場合
橋長補正 ：１２．５ｍ －＞＋０．００
予備設計補正の有無 ：予備設計補正なし －＞＋０．０５
経間変化 ：５経間 －＞＋０．２０
形状変化 ：バチ形（幅員方向） －＞＋０．３０
類似構造物 ：類似構造物あり －＞ ０．６５
標準設計利用 ：標準設計あるいはJIS桁を利用する場合 －＞ ０．６０

とすると変化率加算値は０．５５、１加算すると１．５５となり、それに補正率を乗算すると
１．５５×０．６５×０．６０＝０．６０４５≒０．６０５ となります
補正工種の積算金額は「標準積算金額×０．６０５」となります。

５、補正方法の設定はトップメニューの「F4:業務編集」により「業務の登録・編集」の「補正」
により確認出来ます。

新規に業務を作成する時以外、補正方法を変更する事は出来ません。
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④ 代価編集

「業務工種の登録・選択」画面で「F2:代価編集」をクリックする事により下記「代価項目の登録・
編集」画面が表示されます。

業務工種の代価（歩掛）を自由に変更（編集）出来ます。

お客様が編集した代価（歩掛）については、作成した見積書（「業務件名」）でのみ有効です。

トップメニューで「新規見積書の作成・編集」を選択した場合は、システムで標準で用意されている
代価（歩掛）となります。

ここで作成／編集した代価（歩掛）を今後、使用する場合はトップメニューの「既存見積書の呼出・
編集」で今回作成した見積書（「業務件名」）を選択して下さい。

－－－ 補足説明（旅費交通費について） －－－

１、直接経費の「打合せ旅費」及び「旅費交通費」については個々の業務内容及び条件により、
その数量等が異なる為、お客様ご自身で「代価編集」を行う事により、経費を算出して頂く必要が
あります。

２、旅費交通費の算出方法についは国土交通省のホームページに「設計業務等標準積算基準書
および同（参考資料）について」として記載されています。

http: //www.mlit .go . jp/ te c/sekis an/sekkei/h 20kiju n. html

http: //www.mlit .go . jp/ te c/sekis an/sekkei/p df/h14_kij un_sankou_01. pdf

３、同内容が「設計業務等標準積算基準書」として刊行されています。
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④－１ 単印刷
「代価項目の登録・編集」画面で「F1:単印刷」クリックすると下記画面が表示され、表示中の

代価表の印刷が出来ます。 ExcelファイルあるいはPDFファイルの出力も可能です。

④－２ 全印刷
「業務工種の登録・選択」画面の親区分のカーソル位置で「F2:代価編集」をクリックすると、

下記画面のように、その親区分に付随する全ての子区分が代価編集の対象となります。

※親区分（基準点測量）のカーソル位置で「F2:代価編集」をクリックした場合、次のようになります。

このとき、「代価項目の登録・編集」画面で「F2:全印刷」クリックすると親区分（この場合：基準点
測量）に付随する、全ての子区分の代価表が印刷対象となります。
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④－３ 代価項目位置（行）移動

「業務工種の登録・選択」画面で「F3:前に移動」をクリックすると、カーソル位置の代価項目が１行上に
移動します。

「業務工種の登録・選択」画面で「F4:後に移動」をクリックすると、カーソル位置の代価項目が１行下に
移動します。

④－４ 代価項目編集

「業務工種の登録・選択」画面で「F5:項目編集」をクリックすると、カーソル位置の代価項目を編集出来
ます。

１）単価項目が人件費の場合は、「内業数量」あるいは「外業数量」を変更します。

単価自体は通常、トップメニューの「単価セットの登録・編集」で変更／編集しますが、「ここで単価の
変更を許可する」をクリックする事により、この画面での変更も可能です。

２）単価項目が経費率（％）の場合は数量を入力します。
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３）直接業務費などの場合は、金額を数量として入力する場合もあります。

代価項目の編集」画面で単価項目右側の矢印ボタンを クリックすると、単価の変更が出来ます。
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④－５ 項目追加
「代価項目の登録・編集」画面で「F6:項目追加」をクリックする事により代価の項目を追加します。

④－４ 代価項目編集と同様に単価を選択し、数量を入力します。

追加した項目は最下行に追加されます。

④－６ 項目削除
「代価項目の登録・編集」画面で「F7:項目削除」をクリックするとカーソル位置の代価項目を削除

出来ます。

④－７ 項目複写
「代価項目の登録・編集」画面で「F8:項目複写」をクリックするとカーソル位置の代価項目を複写

出来ます。

複写した項目は最下行に追加されます。
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④－８ 費目編集

「代価項目の登録・編集」画面で「F10:費目編集」をクリックすると、費目の編集が出来ます。

※費目編集は新たな業務工種や代価表を作成する場合に行うもので、通常の積算で使用する事はありま
せん。

「費目」とは、単価の属性／種別の事で大きく分けて「通常項目」と「経費項目」があります。

「通常項目」は人件費や材料費などの、単価がそれ自体で決まるもので、「経費項目」は直接人件費
の何％というように比率により単価が決まるものです。

「編集」ボタンをクリックする事により、費目の編集が出来ます。

「経費属性」の右のチェックボックスにチェックを入れると「経費属性」となり、比率を掛ける費目を
選択出来るようになります。
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④－９ 単位編集

「代価項目の登録・編集」画面で「F11:単位編集」をクリックすると、単位の編集が出来ます。

※単位編集は新たな業務工種や代価表を作成する場合に行うもので、通常の積算で使用する事はありま
せん。

また単位の編集／削除等を行うと、現在ある歩掛内容に影響を与える場合がありますので、追加以外
は行わないようにして下さい。

⑤ 工種編集

「業務工種の登録・選択」画面で「F5:工種編集」をクリックする事により業務工種の編集が出来ます。

業務工種名称及び作業数量の編集（変更）が出来ます。
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⑥ 工種追加

「業務工種の登録・選択」画面の親区分のカーソル位置で「F6:工種追加」をクリックすると業務工種
を追加出来ます。

※親区分以外の区分では工種の追加は出来ません。

・業務工種の名称、区分、作業数量、単位、標準作業量、標準作業数量を入力／選択し、
「F10:変更確定」により業務工種を作成します。

※区分について

・業務工種に代価を登録する場合は「子区分」を選択します。

・代価を登録せず、さらにその下に子区分を作成する場合は「親区分」を選択します。

・経費項目、集計項目、安全費項目、冬期補正項目、業務計項目、技術経費項目等については、
新たな業務を作成する時に使用するもので、通常は使用しません。

それらの項目については、「第７章 応用編」で説明します。

追加した工種が子区分の場合、④代価編集の説明のとうり、「業務工種の登録・選択」画面で
「F2:代価編集」をクリックする事により代価の編集を行います。」

・業務工種を追加した場合、見積書に反映させるためには
「７．４．３ 経費／集計セットを適用する工種の選択」により追加した工種を集計項目
（直接業務費計、直接人件費）や各種経費率（諸経費、技術経費）の対象とする（「F4:適用工種」に
チェックを追加する）必要があります。
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４．５ 見積書の作成・編集

① 新規（既存）見積作成メインメニューで「見積書の作成・編集」あるいは「F4:見積作成」を
クリックすると下記「見積書の作成・編集」画面が表示されます。
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②一式印刷

「見積書の作成・編集」画面で「F1:一式印刷」クリックすると下記画面が表示され、「見積書表紙」、
「見積内訳書」、「変化率内訳表」、「代価表」の印刷が出来ます。ExcelファイルあるいはPDFファイル
の出力も可能です。

③見積書表紙印刷
「見積書の作成・編集」画面で「F2:表紙印刷」クリックすると「見積書表紙」の印刷が出来ます。

・見積書表紙サンプル

※見積書表紙については、ＥＸＣＥＬの帳票レイアウトを変更する事により、お客様独自の見積書表紙
を作成する事が可能です。

お客様独自の見積書表紙の作成方法については、「第７章 応用編」で説明します。
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④見積内訳書印刷
「見積書の作成・編集」画面で「F3:内訳印刷」クリックすると「見積書内訳書」の印刷が出来ます。

・見積内訳書サンプル

⑤変化率内訳書印刷
「見積書の作成・編集」画面で「F4:変化印刷」クリックすると「変化率内訳書」の印刷が出来ます。

・変化率内訳書サンプル
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⑥代価表印刷
「見積書の作成・編集」画面で「F5:代価印刷」クリックすると「代価表」の印刷が出来ます。

・代価表サンプル

⑦ 見積項目の編集
「見積書の作成・編集」画面で「F6:項目編集」をクリックすると下記「見積項目 編集」画面が
表示されます。

費目、数量、変化率、備考及び「単価の変更を許可する」ボタンをクリックする事により、
単価（各項目の歩掛）の編集（変更）が出来ます。

但し、ここでの変更は、本見積書内のみで有効であり、新規見積作成メインメニューで「業務工種の
登録・選択」により、数量等を変更すると、見積項目の編集（変更）内容は元に戻ります。

またここで変化率、単価（各項目の歩掛）を変更しても、変化率内訳表、代価表等は変更されません。
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⑧見積項目の削除

「見積書の作成・編集」画面で「F7:項目削除」をクリックすると下記「削除の確認」画面が
表示され「はい（Ｙ）」を選択する事により見積項目を削除出来ます。

⑨見積項目の復元

「見積書の作成・編集」画面で「F8:項目復元」をクリックする事により削除した項目を復元出来ます。
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⑩見積項目の設定

「見積書の作成・編集」画面で「F10:条件設定」をクリックすると下記「見積項目の設定」画面が
表示されます。

⑩－１ 消費税項目を追加する（内訳表）

消費税項目を追加する（内訳表）にチェックを入れると、見積書に消費税項目が追加されます。

⑩－２ 消費税項目を追加する（総括表）

消費税項目を追加する（総括表）にチェックを入れると、見積総括表に消費税項目が追加されます。

※総括表とは、測量業務と設計業務など諸経費率等が異なる複数の業務を同一の見積書として、提出
すべき場合、個々の業務で積算金額を算出し、総括表として合算したものです。
トップメニューの「総括表の作成・編集」により行います。

⑩－３ 安全費項目を追加する

安全費項目を追加するにチェックを入れると、見積書に安全費項目が追加されます。
「F6:項目編集」により、対象地域を選択出来ます。
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⑩－４ 冬期補正項目を追加する

冬期補正項目を追加するにチェックを入れると、見積書に冬期補正項目が追加されます。
「F6:項目編集」により、補正対象期間を選択出来ます。

⑩－５ 冬期補正を外業数量で計算する

冬期補正を外業数量で計算するにチェックを入れると、冬期補正の計算の際、代価表で人件費及び
労務費に関して外業に該当するもののみを集計して、単価を算出します。

⑩－６ 合計金額の改め（丸め）項目を追加するをチェックして、丸め（切り捨て）方法を選択する
と、見積書の業務金額計を選択された方法で丸め処理を行います。
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⑩－７ 値引き項目を追加する

値引き項目を追加するにチェックを入れると、見積書に値引き項目が追加されます。
「F6:項目編集」により、値引き金額を入力出来ます。

⑩－８ 見積書表紙で「件名：」、「場所：」等を印字しない

見積書表紙で「件名：」、「場所：」等を印字しないにチェックを入れると、EXCELの見積書表紙
出力際に「件名：」、「場所：」等を印字（出力）しません。

これはEXCELでオリジナルの見積書表紙を作成する際に、お客様が印字内容を自由に設定出来る
ようにしたものです。

お客様独自の見積書表紙の作成方法については、「第７章 応用編」で説明します。
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⑩－９ 単位数量当たりの単価の場合、有効数字４桁（５桁目以降切捨て）とする

単位数量当たりの単価の場合、有効数字４桁（５桁目以降切捨て）とするをチェックすると、

代価の単位当たりの金額の算出の際、有効数字を４桁とします。

※標準作業量が元々１単位当り（１点当り、１Ｋｍ当り等）の場合は本端数処理は行いません。

この処理により、単位数量当たりの単価が１０円以下の場合でも、有効数字を４桁とするために、
見積書の単価が常に小数点第３位まで表示（印字）されます。

※「単位数量当たりの単価の場合、有効数字４桁（５桁目以降切捨て）」を行うか否かは発注
機関により異なります。

※本端数処理は通常、測量業務及び地質調査業務の場合のみ適用します。

（例）公図等の転写

次の図のように、単位面積（１㎡）当たりの単価は＠３．０７８円となります。

※本項目にチェックを入れない場合、１単位（１㎡）の単価は＠３円となります。

※１単位当りの金額が４桁を越えた場合は、５桁目以降は切り捨てられます。
例えば、１単位当り金額が＠１２，３４５円の場合は＠１２，３４０円となります。
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⑩－１０ 業務価格が１万円単位となるように、諸経費及び一般管理費で端数を調整（切り捨て）
にチェックを入れると、端数の処理を業務費計の後の改めではなくて、諸経費あるいは一般管理費
の算出時点で、業務費計が１万円単位となるように調整（切り捨て）処理を行います。

端数処理を行った場合、備考欄に「端数調整」と表示（印字）されます。

⑪見積書の保存

「見積書の作成・編集」画面で「F11:文書保存」をクリックすると下記「保存の確認」画面が
表示され「はい（Ｙ）」を選択する事により編集（変更）した見積書を上書き保存します。
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⑫調査基準価格

「見積書の作成・編集」画面で「Shift」キーを押しながら「 F6:調査価格」をクリックすると
下記画面のように、「各種経費率セットの登録・編集」で設定した、調査基準価格が算出出来ます。

※「Shift」キーを押しながら「 F5:通常見積」をクリックすると、通常の積算価格に戻ります。

※調査基準価格の表示及び印刷は本画面の中でのみ有効です。

※調査基準価格の設定方法については「第７章 応用編」で説明します。
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⑬低入札価格

「見積書の作成・編集」画面で「Shift」キーを押しながら「 F7:低入札」をクリックすると
下記画面のように、「各種経費率セットの登録・編集」で設定した、低入札価格が算出出来ます。

※「Shift」キーを押しながら「 F5:通常見積」をクリックすると、通常の積算価格に戻ります。

※低入札価格の表示及び印刷は本画面の中でのみ有効です。

※低入札価格の設定方法については「第７章 応用編」で説明します。
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⑭見積書編集の終了

「見積書の作成・編集」画面で「F12:編集終了」により見積書の作成・編集作業を終了します。

ここで作成・編集した見積書は、トップメニューの「既存見積書の呼出・編集」により、呼び出す
事が出来ます。

※バージョン７から、数量・変化率等はもちろん、お客様が作成／編集した工種、代価表も完全に
再現出来るようになりました。

見積書の内容が変更されていた場合、下記確認／選択画面が表示されます。

⑭－１ 同一見積書名でそのまま保存する場合は「上書保存」を選択します。

⑭－２ 別の見積書として保存する場合は、下記画面が表示されます。
業務件名、業務箇所等入力／編集して「F10:変更確定」をクリックします。

⑭－３ 編集／変更内容を保存しない（破棄）する場合は、「いいえ」をクリックします。

⑭－４ 見積書の編集を終了しない場合は、「キャンセル」をクリックします。

新規見積書の作成に関する説明は以上です。
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第５章 既存見積書の編集
５．１ 既存見積書の呼び出し

・トップメニューで「既存見積書の呼出・編集」あるいは「F2:既存編集」をクリックすると下記画面
（以下「既存見積書呼出画面」という）が表示されます。

① 見積書選択

既存見積書呼出画面で呼出したい業務をダブルクリックするか、呼出したい業務にカーソル（水色）
を移動して、「F1:選択」をクリックする事により、以前作成した見積書を呼び出し、編集する事が出来ま

す。

② 見積書件名編集

既存見積書呼出画面で「F2:件名編集」をクリックすると、下記画面が表示され、既存業務の件名等を
編集出来ます。
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③ 見積書複写

既存見積書呼出画面で複写したい業務にカーソル（水色）を移動して、「F3:見積複写」をクリックする事
により、以前作成した見積書を複写して、別の業務として使用する事が出来ます。

以前作成した見積書と比較検討したい場合、あるいは類似業務で条件入力等の手間を省きたい場合にご使用
下さい。

下記画面のように「（以前の業務件名）を複写」という業務件名が出来ますので、それらを編集（変更）
して使用します。

④ 見積書削除

既存見積書呼出画面で削除したい業務にカーソル（水色）を移動して、「F4:見積削除」をクリックする事
により、以前作成した不用な見積書を削除する事が出来ます。

下記確認画面が表示されますので、削除しても良い場合は、「はい（Y)」をクリックします。

※既存（保存された）の見積書が多くなると、ディスク容量を消費し、動作速度低下の原因にもなります
ので、不用な見積書はこまめに整理（削除）するようにして下さい。
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⑤ 既存見積書一覧の表示順序の変更

⑤－１ 「F6:番号↑↓」をクリックする事により、番号順に表示されます。

⑤－２ 「F7:提出↑↓」をクリックする事により、提出先名順に表示されます。

⑤－３ 「F8:件名↑↓」をクリックする事により、件名順に表示されます。

⑤－４ 「F9:業務↑↓」をクリックする事により、業務名順に表示されます。

⑤－５ 「F10:日時↑↓」をクリックする事により、作成（保存）日時順に表示されます。

⑥ 既存見積書呼出終了

「F12:戻る」をクリックする事により、既存見積書呼出を終了し、トップメニューに戻ります。

５．２ 既存見積書の編集
既存見積書呼出画面で既存見積書を選択すると、下記「既存見積書編集メインメニュー」が表示されます。

見積書の作成・編集方法は「第４章 新規見積書の作成」と同じですので、そちらを参照して下さい。
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① 見積書の別名保存

既存見積書の内容が変更されていた場合、終了時に下記確認／選択画面が表示されます。

「別名保存」を選択すれば、新たな見積書として保存出来ます。

既存見積書の作成に関する説明は以上です。
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第６章 総括表の作成
６．１ 総括表の作成

・複数の業務、例えば地上測量、道路設計、補償業務は経費率等が異なるため、同一の見積書では積算
出来ません。

・本システムでまず各々の業務の積算（見積書の作成）を行い、それらの業務価格を合算する、総括表
の作成という方法で、複数業務の見積書作成に対応しています。

・複数の業務と１つの表紙を選択し、総括表の作成（編集）を行います。

※ＮＥＸＣＯ、港湾局、地質調査等においては測量、設計、地質調査、解析等の経費率が異なる複数業務
を同一の見積書で作成出来るものもあります。

トップメニューで「総括表の作成・編集」あるいは「F3:総括表」をクリックすると下記画面
（以下「総括表の作成画面」という）が表示されます。
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① 業務件名の選択

１つの業務に複数の業務件名で見積書を作成している場合は、業務件名の選択行の を
クリックして使用する業務件名を選択します。

② 業務選択

選択したい業務にカーソル（水色）を移動し「F5:業務選択」をクリックするあるいは業務選択の
にチェックボックスにチェックを入れる事により、業務選択を行います。

③ 選択解除

選択を解除したい業務にカーソル（水色）を移動し「F6:業務解除」をクリックするあるいは業務選択の
にチェックボックスのチェックを外す事により、業務解除を行います。

④ 全解除

「F7:全解除」をクリックする事により選択されている業務を全て解除します。

⑤ 表紙選択

表紙として使用したい、業務にカーソル（水色）を移動し、「F8:表紙選択」をクリックするあるいは
表紙選択のチェックボックスにチェックを入れる事により、その業務の件名情報等表紙として使用します。
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６．２ 総括表の編集
総括表の作成画面で「F3:総括編集」をクリックすると下記画面（以下「総括表の編集画面」とういう）

が表示されます。

① 一式印刷

「F1:一式印刷」をクリックすると、下記画面が表示され、「見積書表紙」、「総括表」、「見積内訳書」、
「変化率内訳表」、「代価表」の印刷が出来ます。ExcelファイルあるいはPDFファイルの出力も可能です。



- 78 -

② 表紙印刷

「F2:表紙印刷」をクリックすると、「見積書表紙」の印刷が出来ます。

③ 総括書印刷

「F3:総括印刷」をクリックすると、「総括書」の印刷が出来ます。

・総括書サンプル

④ 項目編集

「F6:項目編集」をクリックすると、下記画面が表示され、「費目」、「備考」の編集が出来ます。

総括表の作成に関する説明は以上です。
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第７章 応用編
７．１ 業務の登録・編集

トップメニューで「業務の登録・編集・検索」あるいは「F4:業務編集」をクリックすると下記画面
（以下「業務の登録・編集」画面という）が表示されます。

① 業務検索

積算したい業務工種がある箇所がわからない場合、その業務工種を検索する事が出来ます。

（１）「業務の登録・編集」画面で「F1:業務検索」をクリックします。
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（２）検索したい業務の「業務選択のチェックボックス」にチェックを入れます。

（３）「検索業務工種文字列」を入力します。

（４）「F1:検索」をクリックします。

（５）検索文字列が含まれる業務工種が見つかった場合、「はい（Ｙ）」をクリックするとその詳細が表示
されます。「いいえ（Ｙ）」をクリックする事により、別業務工種を検索します。
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（６）「F1:印刷」をクリックする事により検索結果を印刷します。
「F12:終了」をクリックする事により、別業務工種を検索します。

② 名称の編集

カーソル（濃い水色）を編集したい位置に移動し、「F5：名称編集」をクリックすると業務の編集が
出来ます。

（１）種別が「システム」の場合、変更出来るのは「単位数量当り単価の場合、有効数字４桁
（５桁目以降切捨て）」の変更及び「備考」入力だけです。
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（２）種別が「ユーザー」の場合、変更出来る項目は「業務名称」「分類名称」、「単位数量当り単価
の場合、有効数字４桁（５桁目以降切捨て）」の設定、「備考」です。

「補正数の計算方法」は業務作成時のみ選択（変更）できます。

③ 新規業務の作成

「F6:新規業務」をクリックする事により、新たな業務を作成出来ます。
お客様が新たな業務を１から作成するのは大変な作業なので、通常は作成したい業務に似通った
業務を「F8：業務複写」して、それを編集した方が作業が楽で失敗も少ないと思われます。
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④ 業務の削除

「F7:業務削除」をクリックする事により、お客様が作成（複写）した業務を削除出来ます。

削除する業務から、見積書を作成している場合は、その見積書内容も全て削除されます。

⑤ 業務の複写

選択したい業務にカーソル（水色）を移動し、「F8:業務複写」をクリックする事により、既存の
業務を複写して、新たな業務を作成出来ます。

「業務名称」として「（元の業務名）を複写」という業務名称が作成されますので、お客様がわかり
やすい業務名称に変更して下さい。
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⑥ 表示位置を前（上）に移動

位置を移動したい業務にカーソル（水色）を移動し、「F9:前に移動」をクリックする事により、
カーソル位置の業務の表示位置を上に移動出来ます。

※良く使用する業務を上の位置に配置すると便利です。

⑦ 表示位置を後（下）に移動

位置を移動したい業務にカーソル（水色）を移動し、「F10:後に移動」をクリックする事により、
カーソル位置の業務の表示位置を下に移動出来ます。

⑧ 業務の登録・編集の終了

「F12:終了」をクリックする事により、「業務の登録・編集」を終了しトップメニューに戻ります。
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７．２ 単価セットの登録・編集
トップメニューで「単価セットの登録・編集」あるいは「F5:単価編集」をクリックすると下記画面

（以下「単価セットの登録・編集画面」という）が表示されます。

７．２．１ 単価セット項目編集
「単価セットの登録・編集画面」で「F3:項目編集」をクリックすると下記画面（以下「単価項目の登録・
編集画面」という）が表示されます。
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① 表示位置を前（上）に移動

位置を移動したい単価項目にカーソル（水色）を移動し、「F1:前に移動」をクリックする事により、
カーソル位置の単価項目の表示位置を上に移動出来ます。

② 表示位置を後（下）に移動

位置を移動したい単価項目にカーソル（水色）を移動し、「F2:後に移動」をクリックする事により、
カーソル位置の単価項目の表示位置を下に移動出来ます。

③ 印刷

「F3:印刷」をクリックする事により、単価一覧表の印刷が出来ます。

プリンタへの印刷およびExcelファイルあるいはPDFファイルへの出力が選択出来ます。

④ 単価項目編集

「F4:項目編集」をクリックする事によりカーソル（濃い水色）位置の単価項目の編集が出来ます。

システムデータ（本システムで初めから用意されている単価項目）に関しては、費目、属性、名称、
単位を変更する事が出来ません。

「単価を標準に戻す」をクリックする事により変更した単価を初期値（初めから用意されていた値）
に戻す事が出来ます。
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⑤ 単価項目追加

「F5:項目追加」をクリックする事により、単価項目と追加出来ます。

⑤－１ 費目

費目の右側の をクリックすると、費目（単価の種別）一覧から費目を選択出来ます。

システムデータは変更する事が出来ません。

費目一覧の左側の「＊」は単価経費属性である事を示しています。
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⑤－２ 属性

経費の属性は費目（単価の種別）により決まっています。

「通常属性」と「経費属性」があります。

・通常属性：人件費、労務費等の単位当りの金額が決まっている単価項目を示します。

・経費属性：通常属性（人件費、労務費等）を集計した金額に経費率を掛ける事により算出される単価
項目を言います。

経費属性については、「単価項目の登録・編集」画面の「F10:費目編集」により、設定の確認・編集が
出来ます。

⑤－３ 名称

単価の名称を入力します。

⑤－４ 規格

単価の規格を入力します。たとえば角材の場合、その大きさ（6×6×180cm等）を示します。

⑤－５ 備考

備考を入力します。

⑤－６ 単位

単位を選択します。単位については、「単価項目の登録・編集」画面の「F11:単位編集」により、
確認・編集が出来ます。
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⑤－７ 単価

単位当りの金額を入力します。

⑤－８ 標準単価に戻す

「単価を標準に戻す」をクリックする事により変更した単価を初期値（初めから用意されていた値、
お客様が作成した場合は最初に入力した値）に戻す事が出来ます。

⑤－９ 変更確定

「F10:変更確定」により、単価項目が追加されます。

お客様が追加（複写を含む）した単価項目はユーザー単価として登録されます。

お客様が追加した単価項目は、次回アップデートした際に「◎旧バージョンで追加された単価データを
移行する。」を選択して頂ければ、引き続き使用出来ます。

⑥ 単価項目削除

削除したい単価項目にカーソル（水色）を移動し、「F6:項目削除」をクリックする事によりお客様が
追加した単価項目を削除出来ます。

最初から用意されているシステムデータは削除出来ません。
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⑦ 単価項目複写

複写したい単価項目にカーソル（水色）を移動し、「F7:項目複写」をクリックする事により、既存の
単価項目を最終行に追加出来ます。

複写された項目は「（元の単価名称）を複写」という、名称となりますので、適切な名称に変更して
下さい。

⑦ 単価項目の検索、再検索

「F8:検索」をクリックすると、検索文字列の入力画面が表示されます。
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検索文字列を入力して「ＯＫ」をクリックすると、入力された文字列を含む単価項目を先頭から
検索し検索出来た場合、カーソル（水色）位置を移動します。

検索出来なかった場合は、次の画面を表示します。

同じ検索文字列を含む、別の単価項目を検索したい場合は「F9:再検索」をクリックします。

検索された次の行から、同一検索文字列を含む単価項目を検索し、検索出来た場合、カーソル
（水色）位置を移動します。
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再検索により、検索文字列を含む単価項目が無かった場合は、次の画面を表示します。
さらに先頭から検索する場合は「はい（Ｙ）」をクリック、検索を中止する場合は「いいえ（Ｎ）」

をクリックします。

⑧ 費目（単価の種別）編集

「単価項目の登録・編集」画面で「F10:費目編集」をクリックすると下記「費目編集画面」が表示
されます。
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⑧－１ 費目の編集

「費目編集画面」で「編集」をクリックすると、費目内容確認及び変更が出来ます。

・通常項目の場合は「備考」及び「規格」の変更が出来ます。単位当たりの金額を単価とします。

・経費属性の場合は「経費属性 □」が選択（チェック）されています。。
「備考」、「規格」及び関連する費目（集計する費目）の選択の変更が出来ます。

※下記の場合は、直接人件費、労務費、機械経費の集計金額に精度管理費係数を乗算したものを
精度管理費として、定義している事を示しています。
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※費目内容の変更（特に「関連する費目」の選択の変更）は、既存の積算方法（結果）に影響を与えます
ので、十分な配慮の上、変更を行って下さい。

⑧－２ 費目の追加

「費目編集画面」で「追加」をクリックすると、費目の追加が出来ます。

費目名称、単位、備考、規格、数量入力内容及び経費属性の場合は、関連する（集計する）費目を選択
します。
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⑧－３ 費目の削除

「費目編集画面」で削除した費目にカーソル（水色）を移動し、「削除」をクリックすると、費目の
削除が出来ます。

削除しようとする費目がすでに使用されている場合は、システムエラーとなりますので、削除する前に
代価表の編集等で、その費目を使用していない事を確認して下さい。

最初から用意されている、システムデータは削除出来ません。
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７．３ 変化率（補正率）セットの登録・編集
お客様が新たに変化率（補正率）を作成した場合や変更必要になった場合以外については、変化率

（補正率）セットの登録・編集による変更を行わないで下さい。

７．３．１ 変化率と補正率の違いについて
委託業務の積算に於いては、業務工種の条件による補正を行う場合、「変化率」と「補正率」の２通りの

補正方法があり、それを混合して使用する場合もあります。

測量業務に於いては「変化率」を使う場合が多く、補償調査及び農水省の設計業務に於いては「補正率」を
使用する場合が多いようです。

国交省の場合はその業務により「変化率」、「補正率」及びその混合型を使用します。

トップメニューから「業務の登録・編集」あるいは「F4:業務編集」をクリックすると下記「業務の登録・
編集画面」が表示されます。

この画面で「補正」の右側に表示してある「加算」「乗算」「混合」が、その業務で使用する補正方法を
示しています。

「加算」は「変化率」、「乗算」は「補正率」、「混合」はその混合型（便宜上「補正率」と表示します）で
ある事を示しています。

※本書に於いては特にその違いを説明する場合以外、「変化率」という呼び方で説明させて頂きます。
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① 変化率の計算方法

変化率は加算となります。

例えば路線測量の横断測量 2.0Kmの場合

地域差変化率の地域区分 平地・都市近郊 ＋０．２０
交通量変化率 1,000～3,000台/12時間 ＋０．１０
曲線数変化率 単曲線 1Km当り 1箇所 －０．１０
測点間隔・測量幅変化率 20m間隔、45m未満 －０．１０

とすると

変化率合計は ＋０．２０＋０．１０－０．１０－０．１０ ＝ ＋０．１０ となります。

横断測量の単位数量（1.0Km）当たり歩掛をＰとすると

横断測量の金額（Ａ）は Ａ＝Ｐ×2.0×(1+0.1)＝ Ｐ×2.2 となります。
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② 補正率の計算方法

補正率は乗算となります。

例えば補償調査、木造建物A 2練 の場合

予備調査の有無 予備調査を行っている ０．７０
面積補正 200㎡以上300㎡未満 １．８０

とすると

補正率合計は ０．７０×１．８０ ＝ １．２６ となります。

木造建物Ａの単位数量（1練）当たり歩掛をＰとすると

木造建物Ａの金額（Ａ）は Ａ＝Ｐ×2.0×1.26 ＝Ｐ×2.52 となります。
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③ 混合型の計算方法

混合型は加算と乗算の混合となります。

例えば橋梁詳細設計、コンクリート上部工、(RC)3経間連続ラーメン橋の場合

橋長補正 橋長 30m ＋０．０５３
予備設計の有無 予備設計なし ＋０．０５０
経間変化補正 ４経間 ＋０．０５０
形状変化補正 バチ形(幅員方向) ＋０．３００
類似構造物の有無 類似構造物あり ０．６５０
標準設計利用の有無 標準設計を利用 ０．６００

とすると

補正率合計は （１＋０．０５３＋０．０５＋０．０５＋０．３０）×０．６５×０．６０
≒０．５６７ となります。
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橋梁詳細設計、コンクリート上部工、(RC)3経間連続ラーメン橋の単位数量（1橋）当たり歩掛をＰとすると
その金額（Ａ）は Ａ＝Ｐ×0.567となります。

７．３．２ 変化率（補正率）の編集
「既存見積書編集メインメニュー」あるいは「新規見積書作成メインメニュー」で「変化率セットの登録・
編集」あるいは「F7:変化率」をクリックすると下記画面（以下「変化率セットの登録・編集画面」という）
が表示されます。
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編集したい変化率セットにカーソル（濃い水色）を移動し、「F3:項目編集」をクリックすると下記、
編集変化率セットの登録・編集画面が表示されます。

※補正数の計算方法（加算、乗算）については、業務毎に決まっています。

お客様が新たに業務を作成するのみ、その補正方法を選択・変更出来ます。

補正方法の計算方法が「混合」となっている場合は「加算」と「乗算」を変化率セット毎に切り替える
事が出来ます。

※参考：新規業務作成の業務名編集画面

① 初期選択

初期選択は変化率を選択する際、はじめに選択されている変化率を設定するものです。

選択したい変化率にカーソルを移動し「F1:初期選択」をクリックすると、その変化率にピンマーク
が付き初期選択変化率となります。
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② 印刷

「F3:印刷」をクリックすると下記、印刷画面が表示され「印刷開始」をクリックする事により
「変化率一覧表」が出力されます。

② 項目編集

編集したい変化率項目にカーソル（水色）を移動し、「F5:項目編集」をクリックすると下記、変化率項目
編集画面が表示されます。

お客様が新たに変化率（補正率）を作成した場合や計算式が変更になった場合、それ以外については、
項目の変更を行わないで下さい。

・「条件１」、「条件２」、「条件３」には項目毎の条件を入力します。

・計算式パラメータには「変化率算出方法」で計算式１～計算式５のいずれかを選択した場合に入力します。

・「パラメータ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）」には計算式のパラメータ定数Ａ，Ｂ，Ｃの値を入力します。

・「標準数量」には入力値（Ｘ）の初期値、通常は計算結果（Ｙ）が０（加算の場合）か１（乗算の場合）
になる値を入力します。
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・「数量単位」は入力する数量の単位を選択します。

・「小数点以下桁数」には計算結果の小数点以下有効桁数を入力します。

・「入力値説明」には変化率設定時の数量入力値の内容を入力します。（河川深浅測量の場合：水面幅）

・「入力ガイダンス」には変化率設定時の数量入力時の説明文を入力します。（河川深浅測量の場合：平均
水面幅を入力して下さい。）

※参考：業務種別の選択で変化率を入力値から計算式により算出する場合の入力画面

・「変化率（定数）」及び「定数（逆数）」には変化率が定数の場合、その条件にあった定数を入力します。
計算式１～５を使用する場合は、０（加算の場合）か１（乗算の場合）を入力します。

・計算式によって変化率を求める場合は計算式１～計算式５のいずれかを選択し、計算式パラメータに
適当な値を入力します。

・「平板・地形測量 数量補正（Ｋ㎡） ※総面積に対して補正」－＞平板・地形測量の場合の数量補正、
業務箇所が複数箇所ある場合、総面積に対して数量補正を行う場合選択する。（「平板・地形測量」は現在使用
されていませんが、参考として残しています。）

・「平板・地形測量 数量補正（Ｋ㎡） ※個別面積毎に補正」－＞平板・地形測量の場合の数量補正、業務
箇所が複数箇所ある場合、個々の面積毎に数量補正を行う場合選択する。（「平板・地形測量」は現在使用
されていませんが、参考として残しています。）

・「地形・詳細測量 数量補正（Ｋ㎡） ※総面積に対して補正」地形・詳細測量の場合の数量補正、業務箇所
が複数箇所ある場合、総面積に対して数量補正を行う場合選択する。（※「地形・詳細測量」は現在使用さ
れていないため、工種から削除しました。）

・「地形・詳細測量 数量補正（Ｋ㎡） ※個別面積毎に補正」地形・詳細測量の場合の数量補正、業務箇所
が複数箇所ある場合、個々の面積毎に数量補正を行う場合選択する。（※「地形・詳細測量」は現在使用さ
れていないため、工種から削除しました。）

・「現地測量 数量補正（Ｋ㎡） ※総面積に対して補正」－＞現地測量の場合の数量補正、業務箇所が複数
箇所ある場合、総面積に対して数量補正を行う場合選択する。

・「地籍現況測量 数量補正（Ｋ㎡） ※個別面積毎に補正」－＞現地測量の場合の数量補正、業務箇所が複数
箇所ある場合、個々の面積毎に数量補正を行う場合選択する。

・「地籍現地測量 数量補正（Ｋ㎡） ※総面積に対して補正」－＞地籍現況測量の場合の数量補正、業務
箇所が複数箇所ある場合、総面積に対して数量補正を行う場合選択する。

・「地籍現況測量 数量補正（Ｋ㎡） ※個別面積毎に補正」－＞地籍現況測量の場合の数量補正、業務箇所
が複数箇所ある場合、個々の面積毎に数量補正を行う場合選択する。
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③ 項目追加

「F6:項目追加」をクリックすると下記、変化率項目編集画面が表示されます。

・「条件１」、「条件２」、「条件３」には項目毎の条件を入力します。

・計算式パラメータには「変化率算出方法」で計算式１～計算式５のいずれかを選択した場合に入力します。

・「パラメータ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）」には計算式のパラメータ定数Ａ，Ｂ，Ｃの値を入力します。

・「標準数量」には入力値（Ｘ）の初期値、通常は計算結果（Ｙ）が０（加算の場合）か１（乗算の場合）
になる値を入力します。

・「数量単位」は入力する数量の単位を選択します。

・「小数点以下桁数」には計算結果の小数点以下有効桁数を入力します。

・「入力値説明」には変化率設定時の数量入力値の内容を入力します。

・「入力ガイダンス」には変化率設定時の数量入力時の説明文を入力します。

・「変化率（定数）」及び「定数（逆数）」には変化率が定数の場合、その条件にあった定数を入力します。
計算式１～５を使用する場合は、０（加算の場合）か１（乗算の場合）を入力します。

・計算式によって変化率を求める場合は計算式１～計算式５のいずれかを選択し、計算式パラメータに
適当な値を入力します。

④ 項目削除

削除したい変化率項目にカーソル（水色）を移動し、「F7:項目削除」をクリックすると下記、削除の
確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択された変化率項目は削除されます。

※初めから用意されている、システムデータは削除できません。
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⑤ 項目複写

複写したい変化率項目にカーソル（水色）を移動し、「F8:項目複写」をクリックすると下記、複写の
確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択された変化率項目は「元の条件名＋（を複写）」という名称
で作成されます。

「F5:項目編集」によりその内容を編集します。

⑥ 項目編集終了

「F12:編集終了」をクリックする事により項目編集画面を終了し、「変化率セットの登録・編集画面」に
戻ります。

７．３．３ 変化率（補正率）セットを適用する工種の選択
「変化率セットの登録・編集画面」で「F4:適用工種」をクリックするとカーソル位置（濃い水色）の

変化率セットを適用する工種の選択が出来ます。

チェックボックスをクリックする事により選択／非選択の変更を行います。

親区分をクリックすると、それに付随する全ての親区分、子区分等の選択／非選択が変更になります。

※適用工種の選択（変更）はお客様が新たに変化率セットを作成した場合、適用工種が変更になった場合
以外は行わないで下さい。
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７．３．４ 変化率（補正率）セット名称の編集
「変化率セットの登録・編集画面」で名称等を変更したい変化率セットにカーソル（濃い水色）を移動し

「F5:名称編集」をクリックすると下記、変化率セットの編集画面が表示されます。

・名称：変化率セットの名称

・備考：変化率セット備考

・項目タイトル１：変化率条件１の条件名称

・項目タイトル２：変化率条件２の条件名称

・項目タイトル３：変化率条件３の条件名称

７．３．５ 変化率（補正率）セットの追加
「変化率セットの登録・編集画面」で「F6:セット追加」をクリックすると下記、変化率セットの名称の
登録画面が表示されます。

・名称：変化率セットの名称

・備考：変化率セット備考

・項目タイトル１：変化率条件１の条件名称

・項目タイトル２：変化率条件２の条件名称

・項目タイトル３：変化率条件３の条件名称

各値を入力、「F10:変更確定」した後、項目の編集（「F3:項目編集」）及び適用工種の選択（「F4:適用工種」）
を行います。
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７．３．６ 変化率（補正率）セットの削除
「変化率セットの登録・編集画面」で削除したい変化率セットにカーソル（濃い水色）を移動し、

「F7:セット削除」をクリックすると下記、変化率セットの削除確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択した変化率セットは削除されます。

※初めから用意されている、システムデータは削除できません。

７．３．７ 変化率（補正率）セットの複写
「変化率セットの登録・編集画面」で削除した変化率セットにカーソル（濃い水色）を移動し、

「F8:セット複写」をクリックすると下記、変化率セットの複写確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択した変化率セットが「元の変化率名称＋（を複写）」という
名称で作成されます。

次に変化率セット名称の登録画面が表示されますので、セットにの追加同様、適当な値を入力し、「F10:変
更確定」した後、項目の編集（「F3:項目編集」）及び適用工種の選択（「F4:適用工種」）を行います。
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７．４ 各種経費率セットの登録・編集
お客様が新たに業務を作成し、各種経費率セットを作成する場合や変更必要になった場合以外について

は、各種諸経費率セットの登録・編集による変更を行わないで下さい。

７．４．１ 経費率の種別について
本システムでは経費率の種別を「集計」「経費率」「技術経費率」「安全費率」「冬期補正率」「業務計」

の６種類用意しています。

① 集計 ：「直接測量費」、「直接原価計」、「業務原価計」のように金額の集計（小計）を算出する場合に
使用します。

調査価格率及び低入札価格率を設定でき、見積書の作成・編集において調査価格及び低入札価格の確認
が出来ます。

② 経費率 ： 「諸経費」、「その原価」、「一般管理費」、「技術経費」、「施工管理費」、「電子成果品作成費」
等、集計値に決められた経費率を掛けてその費用を算出する場合に使用します。

・有効小数点桁数が設定出来ます。

・端数処理の計算方法が設定出来ます。

・特殊計算については防衛省の成果品費等のように費用の算出に特別な処理が必要な場合に使用します。
※お客様は変更／編集出来ません。

・下限価格、上限価格については、成果品製本費等のように下限価格あるいは上限価格を設定したい場合
に使用します。

・調査価格率及び低入札価格率の設定は、見積書の作成・編集において調査価格及び低入札価格の確認
を行うために使用します。
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③ 技術経費 ：「技術経費」を算出する場合に使用します。

技術経費の場合、通常の経費の入力項目の他に、技術経費に掛かる諸経費率の入力項目があります。

④ 安全費 ： 安全費は主に測量業務の場合用いられ、変化率（補正率）と同様にその条件により、
安全費率が異なるので、項目タイトルの入力項目があります。。

⑤ 冬期補正 ： 冬期補正は主に測量業務の場合用いられ、安全費と同様にその条件により、冬期補正率
が異なるので、項目タイトルの入力項目があります。
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⑥ 業務計 ： 業務計は全ての業務に１つだけ必ず必要で、その業務の積算合計金額となります。

７．４．２ 各種経費率の項目編集
「既存見積書編集メインメニュー」あるいは「新規見積書作成メインメニュー」で「各種経費率セットの
登録・編集」あるいは「F8:経費率」をクリックすると下記画面（以下「経費／集計セットの登録・編集
画面」という）が表示されます。

項目編集した経費率セットにカーソル（濃い水色）を移動し、「F3:項目編集」をクリックすると下記、
項目の編集が出来ます。

※経費率の種別のうち「集計」「業務計」については項目編集は出来ません。

※「安全費率」「冬期補正率」と「経費率」「技術経費率」については項目編集の内容が異なります。
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（１）「安全費率」「冬期補正率」の項目編集

「安全費率」と「冬期補正率」については変化率と同様に、その条件により補正率（％）が決定されます。

ここでは便宜的に「安全費率」として説明します。

① 初期選択

初期選択は「安全費率」を選択する際、はじめに選択されている「安全費項目」を設定するものです。

選択したい「安全費項目」にカーソルを移動し「F1:初期選択」をクリックすると、その「安全費率項目」
にピンマークが付き初期選択「安全費項目」となります。

② 印刷

「F3:印刷」をクリックすると下記、印刷画面が表示され「印刷開始」をクリックする事により
「安全費率一覧表」が出力されます。
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② 項目編集

編集したい安全費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F5:項目編集」をクリックすると下記、安全費
項目編集画面が表示されます。

「安全費率」「冬期補正率」については、条件及び補正率（定数）の箇所のみ編集します。

「安全費率」は「見積書の作成・編集画面」の「F10:条件設定」で「□ 安全比率項目を追加する」に
チェックをして

「見積書の作成・編集画面」でカーソル（濃い水色）を「安全費」に移動し、「F6:項目編集」をクリック
する事により、設定出来ます。
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③ 項目追加

「F6:項目追加」をクリックすると下記、安全費項目編集画面が表示されます。

「安全費率」「冬期補正率」については、条件及び補正率（定数）の箇所のみ編集します。

④ 項目削除

削除したい安全費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F7:項目削除」をクリックすると下記、削除の
確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択された安全費項目は削除されます。

※初めから用意されている、システムデータは削除できません。

⑤ 項目複写

複写したい安全費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F8:項目複写」をクリックすると下記、複写の
確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択された安全費率項目は「元の条件名＋（を複写）」という名称
で作成されます。

「F5:項目編集」によりその内容を編集します。

⑥ 項目編集終了

「F12:編集終了」をクリックする事により項目編集画面を終了し、「経費／集計セットの登録・編集画面」
に戻ります。
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（２）「経費率」「技術経費率」の項目編集

「経費率」「技術経費率」については集計金額の範囲（下限金額～上限金額）毎にその経費率を設定します。

ここでは便宜的に「諸経費」として説明します。

※諸経費の場合の経費項目の設定例

技術経費やその他の経費率の場合、集計金額によらず、経費率が決まっている場合もあります。

※技術経費の場合のの経費項目の設定例
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① 印刷

「F3:印刷」をクリックすると下記、印刷画面が表示され「印刷開始」をクリックする事により
「諸経費率一覧表」が出力されます。

② 項目編集

編集したい経費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F5:項目編集」をクリックすると下記、経費率
項目編集画面が表示されます。

下限金額及び上限金額とその場合の経費率を入力／編集します。

③ 項目追加

「F6:項目追加」をクリックすると下記、経費率項目の追加画面が表示されます。
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④ 項目削除

削除したい経費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F7:項目削除」をクリックすると下記、削除の
確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択された経費費項目は削除されます。

※初めから用意されている、システムデータは削除できません。

⑤ 項目複写

複写したい経費率項目にカーソル（水色）を移動し、「F8:項目複写」をクリックすると下記、複写の
確認画面が表示されます。

「F5:項目編集」によりその内容を編集します。

⑥ 項目編集終了

「F12:編集終了」をクリックする事により項目編集画面を終了し、「経費／集計セットの登録・編集画面」
に戻ります。
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７．４．３ 経費／集計セットを適用する工種の選択
「経費／集計セットの登録・編集画面」で「F4:適用工種」をクリックするとカーソル位置（濃い水色）の

経費／集計セットを適用する工種の選択が出来ます。

※お客様が業務工種の追加を行った場合は、ここで該当する集計セット・経費率セットに適用（チェック）
を追加する必要があります。

チェックボックスをクリックする事により選択／非選択の変更を行います。

親区分をクリックすると、それに付随する全ての親区分、子区分等の選択／非選択が変更になります。

※業務工種の行位置が適用しようとする経費／集計セット自身及びその下にある工種については適用
出来ません。

下記の例では適用しようとする諸経費セット自身及びその下の工種についてはチェック出来ないよう
になっています。
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７．４．４ 経費／集計セット名称の編集
「経費／集計セットの登録・編集画面」で名称等を変更したい変化率セットにカーソル（濃い水色）を
移動し「F5:名称編集」をクリックすると、経費／集計セットの編集画面が表示されます。

編集内容については、種別によって異なります。

各々の編集内容については「７．４．１ 経費率の種別について」を参照して下さい。

７．４．５ 経費／集計セットの追加
（１）「経費／集計セットの登録・編集画面」で「F6:セット追加」をクリックすると下記、
「経費率セットの名称の登録画面」が表示されます。

最初に経費率の種別を「集計」「経費率」「技術経費率」「安全費率」「冬期補正率」「業務計」の中から
選択します。

入力（編集）内容はその種別により異なります。

各々の入力（編集）内容については「７．４．１ 経費率の種別について」を参照して下さい。

（２）名称等の編集後、項目の編集（「F3:項目編集」）を行います。

（３）経費／集計セットを追加した場合、「業務工種の登録・選択画面」に於いて、その経費／集計セット
が見積書のどの行に印字されるか、設定する必要があります。

① トップメニューの「システム情報・自社情報の設定」で「６．編集設定」を選択し、「業務種別の
編集で業務種別の位置移動」を「◎許可する」に変更します。
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②「既存見積書編集メインメニュー」あるいは「新規見積書作成メインメニュー」で「業務工種の登録・
選択」あるいは「F3:業務工種」をクリックします。

③ 追加した経費／集計セットを挿入したい行（付近）の親区分のカーソル（濃い水色）位置で
「F6:工種追加」をクリックします。

④ 追加した経費／集計セットの印字名称を入力します。

⑤ 追加した経費／集計セットと同じ種別の「区分」を選択します。

⑥ 経費率セット名は一覧の中から今回追加した経費／集計セットを選択します。
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⑦ 追加した経費／集計セットが印字したい行位置にない場合は、「F3:前に移動」あるいは「F4:後に移動」
をクリックする事により適当な行位置に移動します。

（４）「経費／集計セットの登録・編集画面」で「F4:適用工種」をクリックし、追加した経費／集計セット
を適用する工種を選択します。
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７．４．６ 経費／集計セットの削除
「経費／集計セットの登録・編集画面」で削除したい経費／集計セットにカーソル（濃い水色）を移動し、

「F7:セット削除」をクリックすると下記、経費／集計セットの削除確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択した経費／集計セットは削除されます。

※初めから用意されている、システムデータは削除できません。

７．４．７ 経費／集計セットの複写
「経費／集計セットの登録・編集画面」で複写したい経費／集計セットにカーソル（濃い水色）を移動し、

「F8:セット複写」をクリックすると下記、経費／集計セットの複写確認画面が表示されます。

「はい（Ｙ）」をクリックする事により選択した経費／集計セットが「元の経費／集計名称＋（を複写）」
という名称で作成されます。

次に経費／集計セット名称の登録画面が表示されますので、セットの追加同様、適当な値を入力した後、
項目の編集（「F3:項目編集」）及び適用工種の選択（「F4:適用工種」）を行います。
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７．５ システム情報・自社情報の設定
トップメニューで「システム情報・自社情報の設定」あるいは「F11:システム」をクリックすると

「システム情報・自社情報の設定画面」が表示されます。

７．５．１ 自社情報の設定
① 郵便番号からＦＡＸ番号まで、見積書表紙の印刷に必要な情報を入力します。

② 郵便番号からＦＡＸ番号まで、上記内容を入力した場合の表紙印刷例は下記のようになります。
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③ 都道府県別「労務単価の反映」は、インストールあるいはアップデート後、必ず１度は行う必要が
あります。

※都道府県名がご使用の都道府県名と一致している場合でも必ず１度は、この作業を行って下さい。

④ 「労務単価の編集」はアップデートのお知らせがあった時に、アップデートを行って頂いていれば、
通常は編集の必要はありません。

・アップデートのお知らせがある前に、お客様が変更したい場合、行って下さい。

・最初に「地方」を選択し、その後「都道府県」を選択して下さい。

・編集方法は「７．２．１ 単価セット項目編集」を参照して下さい。
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７．５．２ 印刷情報の設定
・各種帳票を出力する際の初期値をここで設定します。

・サイズは「Ａ４」、「Ｂ５」から選択出来ます。

・用紙方法は「Ａ４」の場合は「横置き」と「縦置き」
「Ｂ５」の場合は「横置き」のみとなります。

・出力先は「プリンタ」「Ｅｘｃｅｌ」「ＰＤＦ」から選択出来ます。

・出力先を「Ｅｘｃｅｌ」とした場合、そのパソコンにMicrosoft Excel 2000以上（Windows8 /
Wi ndows 7 / Vi st a の場合はMi crosof t Excel 2003以上）があらかじめインストールされている必要が
あります。

・出力先を「ＰＤＦ」とした場合でも、AdobeAcrobatなどPDFファイル出力ソフト（PDFドライバー）は
必要ありません。

・出力先フォルダーは出力先を「Ｅｘｃｅｌ」あるいは「ＰＤＦ」に指定した場合、そのファイルを
出力するフォルダーを指定します。

予めフォルダーを作成した上で、「参照」ボタンによりそのフォルダーを指定します。

・これらの設定は印刷時にも変更／設定出来ます。
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７．５．３ システム設定

① □ 消費税項目を追加する（内訳表）

見積内訳表に消費税項目を追加する場合にチェックします。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。

② □ 消費税項目を追加する（総括表）

総括内訳表に消費税項目を追加する場合にチェックします。

③ 税率

消費税率を入力します。

④ □ 安全費率項目を追加する。

見積内訳表に安全費率項目を追加する場合にチェックします。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。

⑤ □ 冬期補正項目を追加する。

見積内訳表に冬期補正項目を追加する場合にチェックします。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。

⑥ □ 冬期補正を外業数量で計算する。

冬期補正を人件費及び労務費の外業のみを集計した金額に冬期補正率を掛ける場合にチェックします。

冬期補正を行う場合は、通常この計算方法を使用します。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。
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⑦ □ 合計金額の改め（丸め）項目を追加する。

見積内訳表にの業務価格計の後に改め項目を追加して、金額の丸め処理をする場合にチェックします。

この項目にチェックした場合、「千円未満丸め（切り捨て）」、「１万円未満丸め（切り捨て）」、
「１０万円未満丸め（切り捨て）」の中から丸め方法を選択します。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。

⑧ □ 値引き項目を追加する。

見積内訳表にの業務価格計の後に値引き項目を追加して、値引きを行う場合にチェックします。

この項目は見積書の作成・編集に於ける「F10:条件設定」でも個別に設定出来ます。

⑨ □ 見積書表紙で「件名：」、「場所：」等を印字しない（Excelオリジナル見積書表紙編集用）

お客様独自の見積書表紙を作成する場合の為に、見積書の表紙をＥｘｃｅｌで出力の際に「件名：」、

「場所：」等を印字出力しないようにする必要がある場合にチェックします。

⑩ □ 業務価格が１万円単位となるように、諸経費及び一般管理費で端数を調整（切り捨て）

１万円未満の切り捨て処理を行う場合、改め項目を追加して１万円に丸める（切り捨て）のではなく、

業務価格計が１万円単位になるように諸経費あるいは一般管理費で調整を行う場合チェックします。

⑪ □ パスワードを有効にする

自分以外の人に、本システムを使用して欲しくない場合、チェックをして、パスワードを入力すれば、
次回本システムを起動時にパスワードが求められ、ここで入力したパスワードと一致いなければ、
本システムが起動出来ないようになります。

パスワードを設定した場合、パスワードを忘れると次回起動出来なくなりますので、注意して下さい。
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７．５．４ システム復旧／バックアップ

① システムの復旧

「システム復旧開始」ボタンをクリックすると、全てのデータがインストールあるいはアップデート
直後の状態に戻ります。

インストール／アップデート後にお客様が入力／編集したデータは全て無くなりますので、ご注意
下さい。

復旧後、本システムを再起動します。

② バックアップフォルダの設定

本システムのデータをバックアップするフォルダーを設定します。

予めフォルダーを作成した上で、「参照」ボタンによりそのフォルダーを指定します。

③ データベースのバックアップ

「バックアップ開始」ボタンをクリックすると、本システムの現在のデータを全て、
「バックアップフォルダの設定」で指定したフォルダーにバックアップします。

バックアップ開始前に現在のデータを保存し、本システムを再起動します。

③ データベースのリストア

「リストア開始」ボタンをクリックすると、「バックアップフォルダの設定」で指定されたフォルダ
にバックアップされた時点のデータに復帰（リストア）します。

リストア終了後に本システムを再起動します。
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７．５．５ データ最適化
① データベース最適化

「最適化開始」ボタンをクリックすると、本システムで使用しているデータベースを最適化します。

最適化を始める前に、現在のデータを保存し、本システムを再起動します。

データベースは最適化処理を行う事なく、長い間使用し続けるとデータベースファイルが大きくなり、
本システムの動作スピードが遅くなる場合があります。

そういった場合データベースファイルを最適化する事により、処理速度が早くなる場合があります。

パソコンは使用し続けると、種々のソフトのインストール等によりパソコン自体の処理速度が遅くなり
ます。

本システムの最適化処理によってパソコン自体の処理速度がアップする事はありません。

またパソコン自体の処理速度の低下は本システムに起因するものではありません。

② 帳票保存ファイルの削除

本システムでは各種帳票をプリンタだけではなく、ＥｘｃｅｌファイルあるいはＰＤＦファイルに出力
出来ます。

「削除開始」により帳票保存フォルダに指定されたフォルダ内のＥｘｃｅｌファイルあるいは
ＰＤＦファイルを全て削除します。

「参照」ボタンをクリックする事により、ＥｘｃｅｌファイルあるいはＰＤＦファイルを保存してある
帳票保存フォルダを指定します。

・Ｅｘｃｅｌファイルのみを削除する場合は「○Ｅｘｃｅｌファイル削除」

・ＰＤＦファイルのみを削除する場合は「○ＰＤＦファイル削除」

・ＥｘｃｅｌファイルとＰＤＦファイルのどちらも削除する場合は「○Ｅｘｃｅｌ、ＰＤＦファイル削除」

にチェックをします。
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７．５．６ 編集設定

ここでの設定（許可）はお客様が新規の業務や工種を作成する場合等、特別な場合に必要な設定です。

通常の積算を行うにあたってはここでの設定（許可）は必要ありません。

ここで設定（許可）を行って、編集作業を行った場合、本システムが正常に動作しなくなる可能性が
あります。

業務種別を編集する場合は、予め「７．５．４ データバックアップ」を行う事をお勧めします。

ここでの設定（許可）は本システムの終了あるいは再起動により全て無効（許可しない）になります。

① 業務種別の編集で親区分のコピー

通常、子区分のコピーはここで設定（許可）を行わなくても可能です。

ここで設定（許可）をすると、親区分もコピー出来ます。

親区分をコピーしても、それに付随する子区分はコピーされません。

② 業務種別の種別編集で単位の変更

ここで設定（許可）をすると、業務種別の単位の変更が出来ます。

例えば、「㎡」の単位であったものを「ha」に変更出来ます。

単位を変更しても、歩係の内容は変わりませんので、単位を変更した場合は、お客様の方で代価表の
編集により、その単位当たりの歩掛も変更する必要があります。

③ 業務種別の編集で区分の変更（親区分＜－＞子区分＜－＞経費区分）

ここで設定（許可）をすると業務種別の区分の変更が出来ます。

区分を変更したそれに付随する、情報は全て削除されます。

経費区分に変更した場合は、「７．４ 各種経費率セットの登録・編集」の説明に従って、経費区分を
新たに作成した場合の作業を行って下さい。
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④ システム開発者専用ファンクション

１）システム開発者モード移行

システム開発者モードに移行すると、そこで編集したデータは全てシステム属性データとなり、
その後データを元の状態に戻す事が出来なくなります。

またインストールあるいはアップデートを行っても、正常にアップデート出来なくなります。

システム開発者モードは「業務等を独自に作成し、その後弊社からのサポートやアップデートを必要と
しない」という場合に行って下さい。

※弊社で新規業務を追加する場合はこのモードで作業を行っています。

※お客様が本システムに無い業務等を新たに追加して、そのデータを弊社に提供して頂けるのであれば、
その業務の本システムへ無料で追加あるいは有償での買い取りを検討させて頂きます。

※本システムに無い業務等の情報をお持ちで弊社にその情報を提供して頂ければ、その業務の本システム
への追加を検討させて頂きます。

２）システム緊急終了

システム緊急終了を行うと、本システムを起動後、編集した内容を破棄して、本システムを終了します。

但し、保存された見積書等、破棄出来ない場合もあります。
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７．６ お客様独自の見積書表紙の作成
お客様独自の見積書表紙を作成するには、予めＥｘｃｅｌの帳票レイアウトをお客様が作成／編集し、帳票

印刷時にその作成／編集されたＥｘｃｅｌ帳票レイアウトを使用する事により行います。

（注１）帳票フォーマットをExcelで編集するにあたり、そのパソコンにMicrosoftt Excel 2000以上
(Windows8 /Windows7 / Vista の場合はMicrosoft Excel 2003以上)があらかじめインストールされてい

る必要があります。

（注２）Excel及びパソコンのフォルダー構成等に関して十分な知識が無い場合は行わないで下さい。

（注３）帳票フォーマットを編集する際はあらかじめ編集する帳票フォーマットファイルを各自でバック
アップしておく事をお薦めします。

（注４）帳票フォーマットを編集した事により印刷が正常に出来なった場合は、バックアップした帳票
フォーマットファイルを元に戻して（リストアして）下さい。

（注５）帳票フォーマット編集に関するサポートは出来かねます。

７．６．１ Ｅｘｃｅｌ帳票ファイル
① Ｅｘｃｅｌの帳票レイアウトファイルはＳｕｒｖｅｙＰｌａｎ７をインストールしたフォルダ（標準
では「C:¥SurveyPlan7）の下の「帳票レイアウト」フォルダーに格納されています。

②この中で「見積表紙横.xls」 をコピーして、「見積書表紙.xls 」というファイルをお客様の方で作成して下さい。
※セットアップ（インストール）を行っても「見積書表紙.xls」というファイルは作 成されません。
※お客様が独自に編集したファイルをセットアップ（アップデート）時に上書きしない為。

③見積書表紙以外の帳票についても、セルの名前、行数等を変更しなければ多少の変更は可能です。
（例）「見積書等のフッターとして会社名を印字する」、「余白に会社のロゴを印字する」 等
但し、見積書表紙以外の帳票に関しては、セットアップ（アップデート）すると弊社で提供しているものに上書き
されてしまいますので、見積書表紙以外の編集を行った場合は、セットアップ（アップデート）する前にお客様の
方でバックアップを取っておき、セットアップ（アップデート）後にそれらを戻す必要があります。
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７．６．２ Ｅｘｃｅｌ帳票レイアウト変更
下記がExcel2010で「見積表紙横.xls」 をコピーし、ファイル名を「見積書表紙.xls 」に変更し、それを開いた

状態です。

次にあげるセル名については、見積書表紙印刷時に本システムからデータを出力しますので、削除しないで下さ
い。（その配置位置、大きさ等は変更出来ます）

(1) 見積書番号 : 業務件名情報の「見積書番号」

(2) 作成日 : 業務件名情報の「提出日」

(3) 見積提出先１ ： 見積書提出先情報の「名称」

(4) 担当者 ： 見積書提出先情報の「宛名」

(5) 自社情報1 ： 自社情報の「郵便番号」

(6) 自社情報2 ： 自社情報の「住所１」

(7) 自社情報3 ： 自社情報の「住所２」

(8) 自社情報4 ： 自社情報の「会社名」

(9) 自社情報5 ： 自社情報の「部署名／役職」

(10) 自社情報6 ： 自社情報の「担当者」

(11) 自社情報7 ： 自社情報の「電話番号１」

(12) 自社情報8 ： 自社情報の「ＦＡＸ番号」
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※自社情報1～自社情報8に関して、入力されていない自社情報に関しては、印字出力されず、その場合次の行情報
が繰り上がります。
例えば、住所２が入力されていない場合は、会社名が自社情報3の位置に印字されます。

(13) 御見積金額 ： 見積書の「見積合計金額」

(14) 消費税 ： 見積書の「消費税」 －＞ （内消費税 ¥9,999,999-）と印字出力される。
見積書に消費税項目が追加されていない場合 －＞
（この金額に消費税は含まれておりません。）と印字出力される。

(15) 件名 ： 業務件名情報の「業務件名」

(16) 見積条件1 ： 業務件名情報の「業務箇所」

(17) 見積条件2 ： 業務件名情報の「作業期間」、作業期間の始まりと終わりの日付が異なっている場合、作業期
間が入力されたものとして、印字出力する。

(18) 見積条件3 ： 業務件名情報の「見積条件」

(19) 見積条件4 ： 業務件名情報の「見積有効期限」

上記以外の項目に関しては、文字、罫線、画像等を追加／変更する事が出来ます。

７．６．３ 条件設定の変更
お客様が独自の見積書表紙を作成する場合は、「システム設定・自社情報の設定」の「見積項目の設定」お

よび「見積書の作成・編集」の「F10:条件設定」で「□ 見積書表紙の印刷をExcelオリジナルフォーマットファイ
ル「見積書表紙.xls」によ り行う）にチェックをいれて下さい。

この設定を行わないとお客様が作成／編集した「見積書表紙.xls」を使用したオリ ジナルの見積書表紙の印刷が
出来ません。



- 134 -

７．６．４ 見積表紙印刷時にＥｘｃｅｌを指定して、印刷する。
これまで準備ができたら、見積書の作成・編集において「F2:表紙印刷」をExcelファイルを指定

して印刷すれば、お客様独自の見積書表紙の印刷が出来ます。

出力されたＥｘｃｅｌファイルを再編集して、その都度個々の見積書表紙を作成する事も可能です。
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７．７ 低入札調査価格の設定
低入札調査価格については発注機関により、その呼び方、適用金額、設定比率が異なります。

また調査価格の他に、低入札価格（最低制限価格）を設定している所もあります。

国土交通省では委託業務に関し、平成２５年１月時点で低入札価格調査適用価格は次のようになっています。

業務区分 ① ② ③ ④

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に１０分 －
の４を乗じて得た額

建設関係の建設コ 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に 諸経費の額に１０分
ンサルタント業務 １０分の６を乗じて の６を乗じて得た額

得た額

土木関係の建設コ 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に 一般管理費等の額に
ンサルタント業務 １０分の９を乗じて １０分の３を乗じて

得た額 得た額

地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に 解析等調査業務費の 諸経費の額に１０分
１０分の９を乗じて 額に１０分の７．５ の４を乗じて得た額

得た額 を乗じて得た額

補償関係コンサル 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に 一般管理費等の額に
タント業務 １０分の９を乗じて １０分の３を乗じて

得た額 得た額

※国土交通省では予定価格が１，０００万円を超える場合に適用。

ここでは土木関係の建設コンサルタント業務における調査価格の設定方法について説明します。

① 第４章 新規見積書の作成に従い、見積提出先及び業務件名の登録を行います。

ここでは「道路設計」業務を選択します。
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② 「各種経費率セットの登録・編集」をおこないます。

※調査価格、低入札価格等は発注機関により異なります。調査価格、低入札価格を算出する際は、
「各種経費率セットの登録・編集」でその設定値を確認して下さい。

ここではまず、「その他原価」を選択します。

③ 「F5:名称編集」をクリックします。

ここで、調査価格率に９０を入力します。（参考として低入札価格率には８０を入力しました）

※ 経費種別が「集計」属性の場合も、「調査価格率」及び「低入札価格率」を設定出来ます。
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④ 「一般管理費等」にカーソルを移動し、「F5:名称編集」をクリックします。

ここで、調査価格率に３０を入力します。（参考として低入札価格率には２０を入力しました）

⑤ 「業務工種の登録・選択」をおこないます（ここからは通常の積算と同様です）。

ここでは「道路詳細設計(A)」を選択します。
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⑥ 「見積書の作成・編集」をおこないます。

通常の積算金額が算出されます。

⑦ この画面（「見積書の作成・編集」画面）で「Shift」 キーを押下するとファンクションキー「F5:通常見積」、
「F6:調査価格」、「F7:低入札」が表示されます。

但し、「各種経費率セットの登録・編集」の「F5:名称編集」で「調査価格率」の設定を行っている経費率
セットが無い場合は「F6:調査価格」は有効になりません。

同様に「低入札価格率」の設定を行っている経費率セットが無い場合は、「F7:低入札」は有効になりません。
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⑧ 「Shift」 キーを押下したまま「F6:調査価格」をクリックすると、調査基準価格が算出されます。

⑨ ここで「調査価格率」が設定されている工種（ここではその他原価）にカーソルを移動し、「F6:項目編集」
をクリックすると、調査価格適用前の価格が「備考」により確認出来ます。

⑩ 「Shift」 キーを押下したまま「F5:通常見積」をクリックする事により、通常の積算金額に戻ります。

低入札調査価格の算出方法についての説明は以上です。
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７．８ バージョン・アップデート情報／ヘルプ
トップメニューで「バージョン・アップデート情報／ヘルプ」あるいは「F10:ヘルプ」をクリック、

見積書編集メニューでは「ヘルプ（ホームページ）」をクリックすると「バージョン情報画面」が表示され
ます。

① 「バージョン番号」は上記画面では「７．１．１」となります。

その右側の日付（2014/01/06)は現在起動中のSurveyPlan7の作成日付です。

バージョン番号が同じでも、作成日付がホームページの＜最終更新日付＞と異なる場合はアップデート
されている事を示しています。

② 「製品コード」はライセンスキーを問合せ（取得）する際に必要な番号です。

③ 「ＯＳ」は現在ご使用中のWindowsのバージョンです。

④ 「（株）地理情報リサーチ（ホームページ）」をクリックすると弊社ホームページのトップ画面が表示
されます。
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⑤ 「アップデート情報（ホームページ）」をクリックすると弊社ホームページの「ダウンロード／セット
アップ」画面が表示されます。

詳細なアップデートについては、メール等でお知らせする事なく、アップデートを行っている場合が
あります。

ご使用中の製品のバージョン番号及び作成日付がホームページの＜最終更新日付＞と同じか確認する事
をお薦めします。

※「ダウンロード／セット」を行う場合は、ご使用中のSurveyPlan7を一旦終了する必要があります。

⑥ 「操作に関するよくある質問」及び「購入前によくある質問」をクリックすると弊社ホームページの
SurveyPlan7に関する説明画面が表示されます。

ホームページには本マニュアルに記載されていない、最新の情報が記載されている場合があります。
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第８章 操作に関する、よくある質問
ここでは、本システムをご使用頂いたお客様から多くお問合せのあった事項について、その説明箇所への

リンクを一覧にしています。

※質問文の青色下線の部分をクリックするとその説明箇所にジャンプします。

８．１ インストール時によくある質問
(1) 前バージョンでお客様が作成した見積書の移行

(2) 前バージョンでお客様が入力／変更した単価の移行

(3) 各都道府県別の労務単価の登録(選択)

８．２ 設定の変更に関するよくある質問
(4) 単位数量当り単価の有効桁数を４桁にする方法

(5) 単価セットの変更(切り換え)について

８．３ 見積書作成時によくある質問
(6) 同一の業務種別で複数の変化率(補正率)を設定する方法

(7) 業務種別の単位の変更について

(8) 見積書に消費税項目、値引き項目等を追加するには

(9) 打合せ旅費／旅費交通費について

(10) 複数業務の積算を同一の見積書で行うには?、総括表作成方法は?

(11) 帳票印刷のExcelファイル、PDFファイル出力について

(12) オリジナル(お客様独自)の見積書表紙等を作成するには

(13) 調査価格、低入札価格の設定方法

(14) 業務工種を追加した場合、見積書に反映するには

お客様が業務工種を追加した場合、それを見積書に反映するためには、

「７．４．３ 経費／集計セットを適用する工種の選択」により、追加した工種を集計セット（直接人件費、

直接作業費）あるいは経費率セット（諸経費等）の対象となるように設定する必要があります。

(15)積算したい業務工種がある箇所がわからない、業務工種を検索するには？

８．４ メンテナンスに関しての質問

(16) 動作スピードが遅くなった、データファイルが大きくなった場合は?

(17) データのバックアップ方法は?

８．５ 特殊な操作関しての質問
(18) 業務種別の新規作成／編集方法

(19) 業務種別の経費区分について

８．６ 個々の業務特有な事項に関してのよくある質問
(20) 現地測量・平板測量の作業量補正について
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(21) 地質調査等の市場単価について。

地質調査等においては市場単価を使用しているものがあります。

システムに設定してある市場単価は作成時に調査した一般的なものです。

お客様が積算を行う地域あるいは時期に合わせて、各地域の最新のデータに更新する必要があります。

また材料費、機械経費、損料等に関しては、単価が設定されていないものもありますので、その場合は

お客様が適当な単価を設定する必要があります。

単価の設定方法については「７．２ 単価セットの登録・編集」を参照して下さい。

(22) 林道工事測量の輸送費について。

委託業務(森林総合研究所）の林道工事測量については、材料費等（機械器具損料、材料費、輸送費）の
種別がもうけられてありますが、その比率が明確にされていません。

本システムにおいては、それらが公表されている他の歩掛（国交省等）を参考にして、その比率を個々の
業務種別に参考値として設定しています。

輸送費についてはその数量（日）が記載されていますが、個々の業務種別に設定した、材料費、機械経費
の比率は輸送費も含んだ値となっています。

輸送費の歩掛も用意してありますが、積算にあたっては、輸送費が重複する事となるので、そのままでは
計上すべきでないと思われます。

輸送費を計上する場合は個々の業務種別に設定した材料費、機械経費を削除して、独自に算出した、機械
器具損料及び材料費を計上するようにして下さい。
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第９章 エラーとその対処
１．本システムでは何らかの原因でエラーが発生した場合、その障害情報送信の確認メッセージが表示
されます。

これはエラー発生の原因を弊社（（株）地理情報リサーチ）にメール送信し、その対策のために使用するもの
です。

障害情報及びその要因となる情報以外を収集／送信する事は致しませんし、障害情報を本システムの
修正／改良以外の目的で使用する事は致しません。

メールが使用出来ない環境にある場合等、やむを得ない場合以外はなるべく「はい(Y)」を選択して下さい。

※ 「Windows Liv e メール」、「Outlook Express」以外のメールソフトをご使用の場合は、送信出来ない
（エラーになる）場合があります。

その場合は画面のハードコピー等の情報をメール等で送信して頂ければ、有り難く存じます。
＜画面のハードコピーの方法はこちら＞

※ 通常のメール送信と同じ処理を行うため、送信したメールはお客様がご使用のメールソフトに残ります。
送信したメールの内容が障害情報のみである事をご確認頂けます。
エラーが複数回発生した場合を想定し、Excelファイルにその情報を書き込んでいるため、Excelファイルを

添付しています。
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２．「はい(Y)」を選択して頂くと、お客様の使用環境によって異なりますが、お客様がご使用のメールソフト
から下記のメッセージが表示される場合があります。

なるべく「送信(S)」を選択して頂くよ うお願いします。

またお客様が使用しているウィルス対策ソフトにより異なりますが、ウィルス対策ソフトから警告
メッセージが表示される場合があります。

その場合もなるべく「許可」等を選択して頂くようお願いします。

３．その後、下記緊急終了確認画面が表示されます。

ここで「はい（Ｙ）」を選択すると、システム起動後に変更／編集したデータを破棄しSurveyPlan7を終了
します。

エラー発生前の正常な状態に戻る事が出来る可能性があります。

但し、既にデータベースファイルに保存されたデータについては破棄されず、エラー発生の原因がデータ
内容に起因するもので無い可能性もありますので、再起動後に再度エラーが発生する場合があります。

ここで「いいえ（N)）」を選択すると、そのまま作業を続ける事が出来ます。

但し、エラーの要因はそのまま残りますので、再度エラーが発生したり、データが壊れ、事態が悪化する
可能性が高まります。
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弊社では上記「障害情報」メールを受信した場合、直ちにその原因を調査し、その原因がわかり次第、
修正したプログラムを弊社ホームページにアップロードし、お客様にその旨メール等でお知らせします。

上記の「障害情報送信」メッセージが表示されない場合でも、お客様がご使用頂いて、不備な点や
改良／追加して欲しい機能等が有りましたら遠慮なく i nfo@gi-r.com までメールを下さるようお願いします。

４． エラーが発生し本システムが正常に動作しなくなった場合、次の３とうりの復旧方法があります。

① バックアップデータがある場合は「データベースのリストア（復帰）」により、データベースをバック
アップした時点まで戻る事が出来る可能性があります。

＜データベースのリストア方法はこちら＞

② 全てのデータをインストール／アップデート直後の状態に復旧する場合は「システムの復旧」により
ダウンロード／セットアップ直後の状態に戻す事により復旧出来る可能性があります。

この場合ダウンロード／セットアップ後にお客様が編集したデータはなくなります。

＜システムの復旧方法はこちら＞

③ ダウンロード／セットアップを行う事により、ほとんどの場合正常に動作するようになります。

この方法では、それまでに保存したデータをアップデート後のデータとして移行出来ます。

但し、エラーの要因が保存されたデータにある場合は、移行したデータを選択した時にまたエラーが発生
する可能性がありますので、そのデータ使用しないで下さい。

また、エラーの発生が、ダウンロード／セットアップ直後に発生する場合は、セットアップ（インストール）
方法に問題があると考えられますので、その場合はエラー発生状況の詳細をメール等で弊社までご連絡下さる
ようお願い致します。

＜ダウンロード／セットアップ方法はこちら＞

５．画面のハードコピーの方法

① ハードコピーを取りたい画面を表示（この場合エラー情報画面）

② キーボードの「PrtScn」キーを押下。
※「PrtScn」キーを押下すると、画面（ディスプレイ）全体がコピーされます。

コピーしたい画面（この場合エラー情報画面）のみをコピーしたい場合は「Alt」キ ーと
「PrtScn」キーを同時に押下します。

③ 画像編集ソフト（Windowsに標準で入っている「ペイント」）を起動。

※「ペイント」は「Windowsスタート」－＞「すべてのプログラム」－＞「アクセサリ」の中にあります。
Windows8の場合は「ペイント」で検索します。

④ 「貼り付け」をクリック、ハードコピーした画面が表示されます。

⑤ 「名前を付けて保存(A)」で適当なファイル名を付けて、保存場所がわかる場所に保存します。

⑥ 保存した画像ファイルを info@gi-r.com までメールで送付して下さい。
エラー発生状況も教えて頂ければ、なお有り難く存じます。
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